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１ 計画策定の背景及び趣旨 

 

近年、全国的な少子高齢化の進展に加え、核家族化の進行や地域のつながりの希薄化、共

働き家庭の増加等、こどもと子育て家庭を取り巻く環境の変化によって、子育て家庭の子育

てに対する負担や不安、孤立感が高まっており、こどもの育ちと子育てを、社会全体で支援し

ていくことが求められてきました。本市においても、令和２年３月、それまでの第一期計画を

見直し、「第二期嘉麻市子ども・子育て支援事業計画」（以下、「前計画」という。）を策定し、引

き続きこどもの健やかな育ちと保護者の子育てを支援する環境整備を進めてきました。 

しかし、前計画策定後も全国的な少子化はさらに進行し、労働力人口の減少や社会保障負

担の増加、地域社会の活力低下など将来的に社会・経済へ影響を与える懸念のある課題が深

刻になっています。国では、こうしたこども・子育てを取り巻く社会情勢の変化を受けて、こど

も基本法を令和４年６月に公布、令和５年４月に施行し、同法に掲げられたこども施策の立案、

実施を担う行政機関としてこども家庭庁が発足、令和５年１２月には「こども大綱」と「こども

未来戦略」が策定されました。 

「こども大綱」では、すべてのこども・若者が、日本国憲法、こども基本法及び児童の権利に

関する条約（以下、「こどもの権利条約」という。）の精神にのっとり、生涯にわたる人格形成

の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置か

れている環境等にかかわらず、 ひとしくその権利の擁護が図られ、身体的・精神的・社会的に

将来にわたって幸せな状態 （ウェルビーイング）で生活を送ることができる「こどもまんなか

社会」を目指すことが掲げられています。また、「こども未来戦略」では、①若者・子育て世代

の所得を増やす ②社会全体の構造や意識を変える ③すべてのこどもと子育て世帯をライフ

ステージに応じて切れ目なく支援していく を戦略の基本理念として掲げ、若い世代が希望ど

おり結婚し、希望する誰もがこどもを持ち、安心して子育てできる社会、こどもたちが笑顔で

暮らせる社会の実現を目指しています。 

そこで、本市においても、前計画が令和６年度で期間満了となることを契機に、こども基本

法とこども大綱を踏まえ、これまでの子ども・子育て支援施策やこどもの貧困対策、若者支援

施策を包含した「嘉麻市こども計画」（以下、「本計画」という。）を新たに策定することとしま

した。 
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２ 計画の位置づけ 

 

本計画は、こども基本法第１０条第２項の規定に基づく「市町村こども計画」として、こども

の貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第１０条第２項の規定に基づく「市町村こど

もの貧困の解消に向けた対策についての計画」、子ども・若者育成支援推進法第９条第２項の

規定に基づく「市町村子ども・若者計画」、子ども・子育て支援法第６１条の規定に基づく「市

町村子ども・子育て支援事業計画」、次世代育成支援対策推進法第８条の規定に基づく「市町

村次世代育成支援対策行動計画」を一体のものとした計画です。 

また、策定にあたっては、本市の最上位計画である「嘉麻市総合計画」や、保健福祉分野の

上位計画である「嘉麻市地域福祉計画」をはじめとする各種関連計画との整合性を図りまし

た。 

 

■計画の位置づけ 

 

 

嘉麻市総合計画

嘉麻市地域福祉計画

等

嘉麻市保健計画

嘉麻市教育アクションプラン

嘉麻市人権教育・啓発実施計画

嘉麻市男女共同参画社会基本計画

ほか関連諸計画

国

児童福祉法

子ども・子育て支援法

福岡県こども計画

嘉麻市こども計画

（本計画）

嘉麻市障がい者計画

等

次世代育成支援対策

推進法

こどもの貧困の解消に

向けた対策推進法

等

福岡県
次世代育成支援対策行動計画

子ども・子育て支援事業計画

子ども・若者計画

子どもの貧困対策計画

健やか親子21

（第３次）

こども基本法

子ども・若者育成支援

推進法

母子及び父子並びに

寡婦福祉法



                                            第１章 計画の概要 

 

 - 3 -  

（年度）
令和2 令和3 令和4 令和5 令和6 令和7 令和8 令和9 令和10 令和11

第二期嘉麻市子ども・子育て支援事業計画
（令和2～6年度）

嘉麻市こども計画
（令和7～11年度）

 

３ 計画の期間 

 

この計画は、令和７年度を初年度とし、令和１１年度を目標年度とする５か年計画と

します。 

 

■計画の期間 

 

 
 

 

 

 

４ 計画の対象 

 

（１）本計画における定義について 

本計画における、用語を以下のとおり定義する。 

① こども 

心身の発達の過程にある者をいう。 

＜こども基本法＞ 

② 子ども 

乳幼児期（義務教育年齢に達するまで）、学童期（小学生）及び思春期（中学生からおお

むね１８歳まで）の者をいう。 

＜子供・若者育成支援推進大綱、子ども・若者ビジョン＞＜子ども・子育て支援法＞ 

③ 若者 

思春期、青年期（おおむね１８歳からおおむね３０歳未満まで）の者。施策によっては、ポ

スト青年期の者（青年期を過ぎ、大学等において社会の各分野を支え、発展させていく

資質・能力を養う努力を続けている者や円滑な社会生活を営む上で困難を有する、４０

歳未満の者）も対象とする。 

＜子供・若者育成支援推進大綱、子ども・若者ビジョン＞ 

 

 （２）計画の対象 

本計画は、すべてのこども・若者と子育て家庭、市民、地域コミュニティ、事業者、行政

など、すべての個人・団体を対象とします。 
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５ 計画の策定体制 

 

（１）嘉麻市こども施策審議会における審議 

本計画を策定するにあたり、幅広い分野からの意見を踏まえ、こどもに関する施策の

推進に係る検討を行うために、「嘉麻市こども施策審議会」において審議を行いました。 

 

（２）嘉麻市子育てに関するアンケート調査の実施 

計画策定にあたり、子育てに関する実態や意識、ニーズなどを把握し、計画策定のた

めの基礎資料とする目的で、就学前児童及び小学生児童の保護者を対象に｢嘉麻市子

育てに関するアンケート調査｣を実施しました。 

 

●嘉麻市子育てに関するアンケート調査の実施概要 

調査対象 
① 就学前児童（0～5歳）の保護者 868人    

② 小学校及び義務教育学校（1～6年）児童の保護者 1,207人 

調査方法 

●保育所（園）・幼稚園・小学校・義務教育学校を通じた配布・回収 

●在宅保育、市外に通学している児童については郵送調査 

●紙の調査票での回答とインターネットでの回答を併用 

調査期間 
●令和5年11月20日～12月15日まで。 

●ただし、令和6年1月12日到着分までを集計に含めている。 

回 収 数 
① 582件（回収率67.1％）   

② 765件（回収率63.4％） 
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（３）嘉麻市子どもの生活状況調査の実施 

こどもの将来が、家庭の経済的理由などによる生まれ育った環境に左右されること

がないよう、また困難が世代を越えて連鎖することがないよう必要な環境整備を図るた

めの基礎資料を得ることを目的に、「嘉麻市子どもの生活状況調査」を実施しました。 

 

●嘉麻市子どもの生活状況調査の実施概要 

調査対象 

保護者 

① 小学校及び義務教育学校4～6年生の保護者 510人 

② 中学校1～3年生及び義務教育学校7～9年生の保護者 755人 

合計：1,265人 

こども 

① 小学校及び義務教育学校4～6年生 886人 

② 中学校1～3年生及び義務教育学校7～9年生 854人 

合計：1,740 人  

調査方法 
保護者 

学校を通じて調査票の配布及び回収 

※世帯の中で、調査対象となるこどもが2人以上いた場合は、長子

のこどもに保護者票を配布 

こども 学校を通じて調査票の配布及び回収 

調査期間 共通 令和5年10月6日～11月2日 

回 収 数 
保護者 773件（回収率61.1％） 

こども 1,084件（回収率62.3％） 

 

（４）嘉麻市子ども・若者の意識と生活に関する調査の実施 

こどもや若者の意識と生活状況等を把握し、計画策定のための基礎資料とする目的

で、就学前児童及び小学生児童の保護者を対象に｢嘉麻市子ども・若者の意識と生活に

関する調査｣を実施しました。 

 

●嘉麻市子ども・若者の意識と生活に関する調査の実施概要 

調査対象 

① 10～14歳：住民基本台帳から無作為抽出した1,000人 

② 15～39歳：住民基本台帳から無作為抽出した1,500人 

③ 40～69歳：住民基本台帳から無作為抽出した1,700人 

調査方法 郵送法（オンライン回答併用） 

調査期間 令和6年1月5日～2月2日まで 

回 収 数 

① 10～14歳：379件（回収率39.9％） 

② 15～39歳：395件（回収率26.3％） 

③ 40～69歳：672件（回収率39.5％） 
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（５）こどもの意見聴取の実施 

こどもの意見を計画に反映するため、市で作成した嘉麻市の自然・文化・歴史や市役

所の仕事に関する動画を視聴してもらった後、動画や学校生活、市の政策に関する意見

を聴取するためのアンケートを実施しました。対象は、小学校（義務教育学校）４年生と

中学１年生・３年生（義務教育学校７年生・９年生）全員とし、回答は学校配付のタブレット

によって行うものとしました。 

調査対象 小・中学校及び義務教育学校4年・7（中学1）年・9（中学3）年生 

調査方法 嘉麻市の魅力動画を視聴後、LoGoフォームによるアンケート入力調査 

調査期間 令和6年10月中 

回 収 数 

小・義務教育学校4年生：214件 

中学校1年生、義務教育学校7年生：231件 

中学校3年生、義務教育学校9年生：236件 

 

（６）パブリックコメントの実施 

令和７年１月６日から令和７年２月６日まで計画案を公表し、それに対する市民から 

意見を求めるパブリックコメントを行いました。 

 

■計画の策定体制 

 

嘉麻市こども計画策定体制
市長の附属機関 嘉麻市 市議会

嘉麻市こども施策審議会
●学識経験者
●子育て支援従事者(２名)
●小・中・義務教育学校(２名)
●児童相談所
●公募委員(２名)
●民生委員・児童委員
●社会福祉協議会
●人権擁護委員
●嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所

こどもの意見等反映
市内の小・中・義務教育学校の
児童生徒から意見を求める

パブリックコメント

諮問

答申
嘉麻市こども施策
推進委員会

●副市長 ●教育長
●全課長等を予定

市長

情
報
提
供
等

意
見
・
提
言

アンケート調査(R5実施)
●嘉麻市子育てに関するアンケ
ート調査
●嘉麻市子どもの生活状況調査
●嘉麻市子ども・若者の意識と
生活に関する調査

報
告
・
説
明
等

意
見
・
提
言

本会議
本会議における意見・提言等

民生文教委員会
委員会における意見・提言等

委託業務
●現状の分析と課題の整理
●計画案策定
●審議会運営支援
●パブリックコメント実施支援
●計画書及び概要版の作成

委託コンサルタント業
務
委
託

報
告
・
説
明
・

資
料
提
供

庁内検討（関係課）

こども計画

提案等 協議・決定

教
育
関
係

貧
困
対
策

健
康

少
子
化
対
策

策定

計画の実施

市民等
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１ 人口等の動向 

 

（１）人口の推移 

  ①人口構造 

本市の令和６年４月１日現在の総人口は、男性１６，２１１人、女性１８，４３２人の計   

３４，６４３人です。人口ピラミッドを見ると、７０代前半の人口が最も多く、２０代後半と５

歳未満の人口が最も少なくなっており、今後さらに少子化が進むことが懸念されます。 

なお、５歳未満の人口が少なくなっているのは、近年の出生数の減少が主な要因と考

えられます（次ページ、出生数の推移参照）。 

 

■人口ピラミッド（令和６年 4 月 1 日現在） 
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0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

女性 18,432人

(人)
426
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778

772
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628
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951

1,071

1,044

971

1,080

1,336

1,758

1,213

759

472

293

05001,0001,5002,0002,500

   0-4

   5-9

 10-14

 15-19

 20-24

 25-29

 30-34

 35-39

 40-44

 45-49

 50-54

 55-59

 60-64

 65-69

 70-74

 75-79

 80-84

 85-89

90歳～

男性 16,211人

(人)

総人口 34,643人

資料：住民基本台帳



第２章 こどもと子育て家庭を取り巻く現状 

 

 - 8 -  

 

■出生数の推移 

308 

237 241 238 
221 213 

183 
169 173 

146 137 

0

50

100

150

200

250

300

350

平成25 平成26 平成27 平成28 平成29 平成30 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ （年）

（人）

資料：住民基本台帳  

こどもが少なくなっている原因は？ 

こどもが少なくなっている原因を嘉麻市のこどもたちに聞いて

みました。結果は・・・ 

結婚にメリットを見出すことが、その後の妊娠・出産につながります。楽し

い未来が想像できる結婚となるような政策が必要です。 

子育てにお金がかかることも原因とこどもたちは思っています。 

子育てが負担にならないように支援することも、こどもが少なくなることを

解消するカギになると思われます。 
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②年齢３区分別人口及び年少人口割合等の推移 

平成１２年以降の人口の推移を見ると、総人口は一貫して減少傾向にあります。 

年齢３区分別に見ると、年少人口（１５歳未満）と生産年齢人口（１５歳以上６５歳未満）

が減少の一途をたどっているのに対し、高齢者人口（65 歳以上）は令和２年までは増加

し続けていたことから、少子高齢化が着実に進行しています。 

また、少子高齢化の進展に伴い、総人口に占める年少人口割合は低下、高齢化率は上

昇を続けています。 

 

■年齢３区分別人口及び年少人口割合等の推移 

 

6,638 5,777 5,156 4,416 3,893 3,637

29,421 27,177
24,520

20,479
17,155 16,957

12,240
12,880
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13,828
14,340 14,332

48,378
45,929
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38,743
35,473 34,926

13.7% 12.6% 12.1% 11.4% 11.0% 10.4%
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35.7%
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0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年 令和５年

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳）

高齢者人口（65歳以上） 年少人口割合

高齢者人口割合

資料：国勢調査（令和５年は住民基本台帳）
(各年10月１日現在、令和5年のみ12月31日現在)
※総人口には年齢不詳を含む。

（人）
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③ 本計画期間中における 11 歳以下の児童人口の推計 

令和２～６年の住民基本台帳の男女別各歳人口データに基づき、コーホート変化率法

によって本市の人口推計を行いました。 

そのうちの１１歳以下の児童人口の推計結果は以下のとおりで、令和６年実績で    

２，７２５人であったのが、５年後の令和１１年には２，１１３人となる見込みで、６１２人  

（２２．５％）の減少となっています。 

 
■11 歳以下の児童の各歳別人口推計結果 
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257

253
262

0
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令和６年 令和７年 令和８年 令和９年 令和10年 令和11年

(人)
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９歳

８歳

７歳

６歳

５歳

４歳

３歳

２歳

１歳

０歳

(推計)(実績)

2,725

2,113
2,219

2,326
2,428

2,591
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④ 合計特殊出生率の推移 

合計特殊出生率とは、１人の女性が出産可能とされる１５歳から４９歳までに産むこど

もの数の平均を指す指標です。 

本市の合計特殊出生率は、平成１５～１９年の１．３７まで低下を続け、その後は平成２５

～２９年の１．５８まで上昇が見られたものの、平成３０～令和４年には再び１．４１まで低

下しています。また、平成２５～２９年までは県平均よりも高い傾向にありましたが、平成

３０～令和４年には県平均に近い数値となっており、人口置換水準（人口が増加も減少も

しない均衡した状態になる合計特殊出生率の水準）である２．０７を大きく下回って推移

しています。 

 
■合計特殊出生率（ベイズ推定値）の推移 

 

 

1.57 

1.47 

1.37 

1.48 

1.58 

1.41 

1.45 

1.35 
1.31 

1.43 

1.50 

1.40 

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

平成５～９年 平成10～14年 平成15～19年 平成20～24年 平成25～29年 平成30～令和４年

嘉麻市

福岡県

資料：人口動態保健所・市区町村別統計の概況（人口動態統計特殊報告）

※注）平成５～９年、平成10～14年は嘉穂保健所管内の数値
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（２）未婚率の推移 

２０～３９歳の男女の未婚率の推移を５歳階層別に見ると、平成２７年から令和２年にか

けて男性の２５～２９歳、女性の３０～３４歳の未婚率はやや低下していますが、その他の年

齢階層では上昇傾向が続いており、依然として晩婚化・非婚化の傾向が続いていることが

うかがえます。 

 
■未婚率の推移 
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資料：国勢調査
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２ 世帯数の推移 

 

平成１２年から令和２年までの２０年間の一般世帯数（総世帯数から施設等の世帯数を

除いたもの）の推移は下図のとおりで、一貫して減少傾向が続いています。 

単独世帯の増加は続いていますが、核家族世帯や三世代家族等その他の世帯は減少が

続いています。 

また、単独世帯の増加、三世代家族等その他の世帯の減少により、１世帯あたりの人員

数も減少が続いており、令和２年は２．２４人となっています。 

なお、平成２７年まで増加傾向にあった母子世帯数は、平成２７年から令和２年にかけ

てやや減少に転じており、父子世帯数はほぼ横ばい傾向にあります（次ページ、母子・父子

世帯数の推移参照）。 

 

■一般世帯数の推移 
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資料：国勢調査
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(各年10月1日現在)
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■母子・父子世帯数の推移 
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３ 就労環境 

 

（１）女性の年齢階層別就労状況 

我が国の女性の労働力率※を年齢階層別にグラフ化すると、下の県のグラフに見られ

るようないわゆる「Ｍ字カーブ」を描くのが一般的です。３０代前半での労働力率の低下

は、出産や育児による就労率の減少を、３０代後半からの増加は、再就職等による就労率

の上昇を示していると考えられます。 

本市においても平成２７年まではなだらかなＭ字カーブが見られましたが、令和２年

においては完全にＭ字カーブが解消しています。 

働きたい女性が家庭生活と職業生活を両立し、結婚、出産、育児期にも継続して働くこ

とができる状況はそれ自体望ましいことですが、一方で、子育てに伴う経済的な負担の

大きさが働かざるを得ない状況を生み出し、それが高い労働力率につながっている可能

性も考えられます。 

※労働力率：人口に占める労働力人口（就業者＋完全失業者）の割合 

 

■女性の年齢階層別労働力率の推移と県との比較 
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資料：国勢調査（各年10月1日現在）
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 （２）母親の就労状況 

子育てに関するアンケート調査の結果から母親の就労状況を見ると、就学前児童の母

親で８３．８％、小学生児童の母親で８５．１％の人が働いており、母親が就労している割

合は高くなっています。 

また、現在就労していない母親についても、その多くが「すぐにでも、もしくは１年以内

に」又は「一番下のこどもが大きくなったら」就労したいと考えていることがわかります。 

 

■母親の就労状況 

49.5 

49.2 

34.3 

35.9 

13.7 

10.6 

1.6 

1.1 

1.0 

3.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前児童の母親

N=578

小学生児童の母親

N=781

フルタイムで就労している
パート・アルバイト等で就労している
以前は就労していたが、現在は就労していない
これまでに就労したことがない
無回答

 
 

資料：子育てに関するアンケート調査結果 

 
 

■現在働いていない母親の就労希望 

27.3 

39.1 

36.4 

20.7 

34.1 

39.1 

2.3 

1.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前児童の母親

N=88

小学生児童の母親

N=87

子育てや家事などに専念したい
一番下の子どもが大きくなったら就労したい
すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい
無回答

 
 

資料：子育てに関するアンケート調査結果 
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４ アンケート調査結果に見るこどもと子育て家庭の現状 

 

（１）将来についての明るい希望の有無 

自分の将来について明るい「希望がある」「どちらかといえば、希望がある」と回答した

こども・若者の割合は、１０～１４歳で８４．５％、１５～３９歳で７０．２％となっており、い

ずれも国の調査結果より高い割合となっています。 

しかし、１５～３９歳の若者のうち２７．４％が、「希望がない」「どちらかといえば、希望

がない」と回答しており、こどもまんなか社会の実現を目指す本計画ではこの割合を減

らしていくことが求められます。 

 

■自分の将来について明るい希望を持っているか 

46.2

40.1

28.9

24.1

38.3

41.9

41.3

42.4

9.2

12.8

20.3

23.9

4.7

4.7

7.1

9.2

1.6

0.6

2.5

0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

嘉麻市（10～14歳）

N=379

国（10～14歳）

N=1,520

嘉麻市（15～39歳）

N=395

国（15～39歳）

N=7,035

希望がある
どちらかといえば、希望がある
どちらかといえば、希望がない
希望がない
無回答

 

資料：子ども・若者の意識と生活に関する調査結果 

 



第２章 こどもと子育て家庭を取り巻く現状 

 

 - 18 -  

 

（２）保護者の就労状況 

子育てに関するアンケート調査結果から保護者の就労状況を見ると、就学前児童、小

学生児童ともに「共働き家庭」が多く、「片働き家庭」は就学前児童で１２．０％、小学生児

童で９．０％となっています。 

また、「ひとり親家庭」は就学前児童で１３．７％、小学生児童で２２．６％と就学前児童

及び小学生児童のいずれにおいても、「ひとり親家庭」が占める割合が多い状況です。 

 

■保護者の就労状況 

13.7 

22.6 

41.2 

34.4 

28.2 

27.6 

12.0 

9.0 

0.7 

0.3 

4.1 

6.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前児童

N=582

小学生児童

N=765

ひとり親家庭
共働き家庭（フルタイムとフルタイム）
共働き家庭（フルタイムとパート等）
片働き家庭
未就労家庭
不詳

 

資料：子育てに関するアンケート調査結果 
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（３）平日の定期的な教育・保育事業の利用状況 

子育てに関するアンケート調査結果から、平日の定期的な教育・保育事業の利用状況

を見ると、こどもの年齢が上がるにつれて利用割合も上昇し、３歳以上ではほとんどの

こどもが何らかの教育・保育事業を利用していることがわかります。 

 

■平日の定期的な教育・保育事業の利用状況（こどもの年齢別） 

91.2 

52.5 

75.7 

85.5 

98.8 

97.9 

100.0 

8.6 

47.5 

24.3 

14.5 

1.2 

1.4 

0.2 

0.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

N=582

０歳

N=40

１歳

N=74

２歳

N=69

３歳

N=84

４歳

N=140

５歳

N=159

利用している 利用していない 無回答

 

 

■現在利用している教育・保育事業 

74.4

7.9

7.3

5.5

0.8

0.8

3.8

2.3

0% 20% 40% 60% 80%

認可保育所

幼稚園（預かり保育なし）

認定こども園

幼稚園（預かり保育を定期的に利用）

事業所内保育施設

その他の認可外保育施設

その他

無回答

N=531

 

資料：子育てに関するアンケート調査結果 
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（４）こどもが病気の際の対応 

こどもの病気やけがで教育・保育事業が利用できなかったことが「あった」と回答した

人は７３．３％で、その時の対処方法としては、「母親が休んだ」が８８．４％と最も多くな

っています。 

また、母親または父親が休んだ人のうち、できれば病児・病後児保育の両方、またはい

ずれかを利用したいと回答した人は３７．２％となっています。 

 

■こどもの病気等で教育・保育事業が利用できなかった経験 
 

73.3 25.2 1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

N=531

あった なかった 無回答

 

 

■その時の対処方法 

 

■病児・病後児保育の利用意向 
 

5.2

4.6

27.4 61.1 1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

N=347

できれば病後児保育だけを利用したい
できれば病児保育だけを利用したい
できれば病児・病後児保育どちらも利用したい
利用したいと思わない
無回答

 

資料：子育てに関するアンケート調査結果 

88.4 

36.0 

27.8 

7.5 

1.0 

0.3 

0.0 

3.3 

0.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母親が仕事を休んだ

親族・知人に子どもをみてもらった

父親が仕事を休んだ

父親または母親のうち、就労していない方が子どもをみた

病後児保育サービスを利用した

仕方なく子どもだけで留守番させた

ベビーシッターを利用した

その他

無回答

N=389
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（５）子育てに関する悩みや不安 

子育てに関する悩みとして回答割合が高かった上位３項目は、就学前児童の保護者で

は、「経済的な不安・負担」（４０．２％）、「こどもの将来（勉強や進学のこと）」（３５．７％）、

「自分の時間を充分にもてない」（３４．２％）、小学生児童の保護者では、「こどもの将来

（勉強や進学のこと）」（５２．０％）、「経済的な不安・負担」（４７．１%）、「こどもの友人関

係」（３５．２％）となっています。 

 

■子育てに関する悩みや不安 

資料：子育てに関するアンケート調査結果 
 

40.2 

35.7 

34.2 

28.5 

24.2 

23.0 

21.3 

20.3 

13.6 

12.4 

11.5 

10.1 

47.1 

52.0 

27.6 

26.8 

25.2 

15.4 

35.2 

14.8 

21.8 

10.1 

10.1 

0% 20% 40% 60%

経済的な不安・負担

こどもの将来（勉強や進学のこと）

自分の時間を充分にもてない

こどもの健康（心身）

こどもとの時間を充分にもてない

育児（子育て）で疲れる

こどもの友人関係

言葉など知的・精神的な発育

（離乳食など）こどもの食事や栄養

指しゃぶりや夜泣きなどの性格や日常の行動

配偶者との関係（育児についての意見の不一致など）

しつけがうまくいかない

就学前児童の保護者
N=582
小学生の保護者
N=765

＊選択肢なし
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（６）安心して子育てができ、こどもがのびのびと育つために充実してほしいこと 

安心して子育てができ、こどもがのびのびと育つために、充実してほしいこととしては、

就学前児童の保護者、小学生児童の保護者ともに、｢こどもの居場所や安全に遊べる場

づくり」が最も多く、次いで「小児医療や救急医療体制」がそれに続いています。また、就

学前児童の保護者の３番目には「仕事をしながら安心して子育てしていくための保育サ

ービス」、小学校児童の保護者の３番目には「こどもが犯罪に巻き込まれないための対

策」があがっています。 

 
■安心して子育てができ、こどもがのびのびと育つために充実してほしいこと 

資料：子育てに関するアンケート調査結果 

46.9 

41.4 

35.9 

34.0 

29.9 

21.1 

19.8 

14.4 

13.2 

10.1 

9.1 

8.6 

7.6 

6.2 

6.2 

4.1 

3.6 

1.9 

2.2 

17.4 

45.6 

39.0 

20.8 

33.3 

38.7 

24.1 

17.4 

12.4 

10.3 

14.6 

9.7 

15.2 

11.4 

5.6 

9.7 

6.7 

3.9 

2.5 

2.2 

14.9 

0% 20% 40% 60%

こどもの居場所や安全に遊べる場づくり

小児医療や救急医療体制

仕事をしながら安心して子育てしていくための保育サービス

就労と子育てを両立しやすい環境（家庭や職場）づくり

こどもが犯罪に巻き込まれないための対策

こどもの交通安全対策

幼稚園・学校等の教育内容、教育環境

親子連れでも利用しやすい公共施設・交通機関等の整備

健康維持や健診など、母子への保健サービス

ひとり親家庭等の支援

子育てを協力・支えあえる地域のつながり

思春期のこどもたちの心と体の育成

家族向け住宅などの住環境づくり

在宅における子育て支援サービス

障がいのあるこどもの発達と成長の支援

こどもの虐待防止や要保護児童対策の推進

親自身やこれから親となる方への教育

その他

特にない

無回答

就学前児童の保護者
N=582

小学生児童の保護者
N=765
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（７）こどもの生活状況調査結果に見る相対的貧困率 

こどもの生活状況調査結果によれば、本市の子育て世帯の貧困線（等価可処分所得の

中央値の半分）は２１６．５万円となっており、貧困線に満たない世帯（以下、「低所得世

帯」という。）の割合は１０．９％となっています。また、ひとり親世帯ではこの割合が２９．５

％に増加します。 

また、低所得世帯やひとり親世帯では、現在の暮らしの状況について、「苦しい」「大変

苦しい」という回答割合がそれ以外の世帯に比べ高くなっています。 

 

■低所得世帯の割合 

10.9 

29.5 

5.2 

76.0 

58.4 

83.6 

13.1 

12.0 

11.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

N=771

ひとり親世帯

N=166

ふたり親世帯

N=580

低所得世帯 非低所得世帯 無回答

 

 
■現在の暮らしの状況 

1.2 

1.2 

0.6 

1.2 

7.4 

3.6 

8.7 

5.4 

8.3 

53.2 

34.5 

57.5 

43.4 

57.4 

26.5 

41.7 

23.9 

34.9 

24.7 

9.5 

20.2 

8.2 

15.7 

7.8 

2.3 

0.5 

0.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

N=771

低所得世帯

N=84

非低所得世帯

N=586

ひとり親世帯

N=166

ふたり親世帯

N=580

大変ゆとりがある ゆとりがある
ふつう 苦しい
大変苦しい 無回答

 
資料：子どもの生活状況調査結果  
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１ 基本理念 

 
こどもは家庭の希望であると共に、社会の希望であり、嘉麻市の未来をつくる存在です。

そして、こどもたちの明るい未来は、こどもたちの健やかな育ちがあってのことです。父母そ

の他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭、学

校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野におけるすべての構成員が、各々の役割を果た

すとともに、相互に協力しこどもたちを育てることが、家庭、地域、嘉麻市の明るい未来にも

繋がります。 

前計画では、計画の連続性並びに整合性の維持という観点から、それまでの次世代育成支

援対策行動計画の基本理念を引き継ぎ、「こどもが輝き 安心して子育てできるまち 嘉麻」を

基本理念として掲げていました。 

本計画では、すべてのこどもが等しくその権利の擁護が図られ、身体的・精神的・社会的に

将来にわたって幸せな状態で生活を送ることができる「こどもまんなか社会」の実現を目指

すこども大綱を踏まえ、「すべてのこどもが夢を持ち、生涯しあわせに暮らせるまち 嘉麻」を

新しい基本理念として、こども・若者施策の総合的な推進を図ります。 

 
 
 
 
 
 
    
 

２ 基本目標 

 
上記基本理念を実現するため、市と市民がめざすまちの姿を、①こどもの権利、②こども、

③子育て家庭、④地域社会という４つの視点から、下記の４つの基本目標を掲げ、各種施策

の推進を図ります。 

 

１ こども・若者の権利が保障されたまちづくり 

２ こどもが健やかに育ち力づよく自立できるまちづくり 

３ 安心してこどもを産み育てられるまちづくり 

４ 地域全体でこどもと子育て家庭を支えることができるまちづくり 

 

すべてのこどもが夢を持ち、 
生涯しあわせに暮らせるまち 嘉麻 
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３ 施策体系 

 

本計画では、４つの基本目標ごとに、その達成のために必要な主要施策を整理し、以

下のとおり、施策の体系としました。 

■施策の体系 

（１）こども・若者の権利の啓発

（２）こどもの意見表明ができる取組

（３）児童虐待やいじめをなくすための取組

（１）こどもの成長・発達段階に応じた
　　　切れ目のない健康支援

（２）こどもが楽しく学び、社会性を養い、
　　　生きる力を育むための教育支援

（３）貧困の状況にあるこども等への支援

（４）障がいのあるこども等への支援

（５）不登校やひきこもりのこども・若者への支援

（６）若者への就労支援

（１）妊娠・出産への支援

（２）子育てに関する情報提供・相談支援

（３）多様な保育事業の充実

（４）ひとり親家庭への支援

（１）ワーク・ライフ・バランスの推進

（２）地域での子育てを支える仕組みづくり

（３）こどもやこども連れにやさしい生活環境の整備

（４）こどもの居場所づくり

基本目標達成のために必要な主要施策基本目標

す
べ
て
の
こ
ど
も
が
夢
を
持
ち
、
生
涯
し
あ
わ
せ
に
暮
ら
せ
る
ま
ち

嘉
麻

２ こどもが健やかに
育ち力づよく自立
できるまちづくり

３ 安心してこどもを
産み育てられる
まちづくり

４ 地域全体でこどもと
子育て家庭を支える
ことができるまちづ
くり

基本理念

１ こども・若者の
権利が保障された
まちづくり
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１ こども・若者の権利が保障されたまちづくり 

 
（１）こども・若者の権利の啓発 

 

 

我が国が「こどもの権利条約」を批准し、こどもの最善の利益を守り、健やかな発達とこど

も独自の権利を擁護することが合意されてから３０年が経過しました。こども基本法におい

ても、「日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全て

のこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成

長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図ら

れ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現」を目指すことを目的と定め

ています。 

近年、児童虐待やいじめの増加を背景に、「こどもの人権」という言葉を耳にする機会は

増えましたが、未だその正しい理解が十分に浸透したとは言えない状況にあります。こども

大綱が目指す「こどもまんなか社会」を実現するためには、こどもの人権に関する理解促進

や人権教育・人権啓発活動を推進し、こども・若者が権利の主体であることを社会全体で共

有することが必要です。 

 
 

 

 

１ こどもの権利条約等の普及啓発 

こどもの健全な成長を保障するためには、こどもを権利の主体者としてとらえることが

重要であり、こどもの権利条約やこども基本法の趣旨や内容について理解を深めるため

の情報提供や普及啓発に努め、こども・若者が権利の主体であることの周知を図ります。 

 

２ 人権教育・啓発の充実 

こどもの発達段階に応じ、人権の意義・内容について理解を深めるとともに、適正な人

権感覚を育成し、「自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること」が実感できるよう

に努めます。 

また、こども・若者や子育て当事者、教育・保育に携わる人をはじめとする大人を対象に、

人権啓発活動を推進します。 

    

  

現状と課題 

今後の取組 
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 ●主な事業 

事業名 担当課名 備考 

啓発・広報事業 
子育て支援課 
人権・同和対策課 

 

人権・同和教育推進事業 学校教育課・生涯学習課  

男女共同参画教育の推進 
こども育成課 
学校教育課・生涯学習課 

 

 

 
 

事業名 
 

評価指標 
基準値 

(令和５年度) 
目標値 

(令和 11 年度) 

啓発・広報事業 
「こどもの人権」について、
各種媒体を活用し、啓発・広
報を行う 

広報等掲載 
０回/年 
街頭啓発 
０回/年 

広報等掲載 
1 回/年 

街頭啓発 
1 回/年 

人権・同和教育推進事業 各学校人権・同和教育全体計
画の作成・実施 改善・実施 改善・実施 

男女共同参画教育の推進 

各学校において男女共同参画
啓発冊子「嘉麻市男女共同参
画条例（学ぼうそして行動し
よう）」を活用した授業の実
施 

実施 実施 

男女共同参画教育の推進 男女共同参画についての啓発
活動の実施 5 回 7 回 

評価指標と目標値 
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（２）こどもの意見表明ができる取組 

 

 

すべてのこどもは生まれながらに権利の主体です。自由に意見表明し、反映される権利

が保障されなくてはなりません。こども基本法では、こども施策に対するこども等の意見反

映の措置を取ることが義務付けられています。本市では、高校生議会を行い、若者の意見を

聞く機会を設けていますが、こども・若者の意見を表明する機会としては不十分な状況です。 

今後は、こども家庭庁が取り組んでいる、こどもや若者が様々な方法で自分の意見を表

明し、社会に参加することができる「こども若者★いけんぷらす」や「こども・若者の意見の

政策反映に向けたガイドライン」に基づき、本市においても、こども・若者の意見表明ができ

る機会を確保し、市政に反映できる仕組みづくりを行う必要があります。 

 
 

 

 

１ こどもの意見表明・参加に関する仕組みづくり 

「こども・若者の意見の政策反映に向けたガイドライン」を参考に、市政運営におけるこど

も・若者の意見表明・参加の仕組みづくりを行います。 

     

 ●主な事業 

 

 

 

 
 

 

 

事業名 担当課名 備考 

こども・若者の意見市政反映
の仕組みづくり 

子育て支援課 
 

高校生議会 議会事務局  

事業名 
 

評価指標 
基準値 

(令和５年度) 
目標値 

(令和 11 年度) 

こども・若者意見市政反映の
仕組みづくり 

こども・若者意見表明に係る
ガイドラインの作成 調査・検討 実施 

高校生議会 市内高校（２校）の生徒によ
る議会の実施 １回／年 １回／年 

現状と課題 

今後の取組 

評価指標と目標値 
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（３）児童虐待やいじめをなくすための取組 

 

 

本市では、「嘉麻市児童虐待防止マニュアル」を作成するとともに、市内の学校や保育所

（園）・幼稚園などへ配布し早期発見に努めています。また、住民に対しても、児童虐待に関

する通告義務などを定めた児童虐待の防止等に関する法律（以下「児童虐待防止法」とい

う。）の趣旨を理解してもらいながら、地域全体で虐待の未然防止を図るべく、意識啓発や

情報提供体制の整備に取組んでいます。また、要保護児童対策地域協議会を通して、児童

相談所、学校、幼稚園、保育所（園）、医療機関、社会福祉協議会、保健福祉環境事務所、警察、

民生委員・児童委員等との情報共有と連携を図り、児童虐待防止に努めています。 

引き続き虐待の発生予防・早期発見・早期対応・再発防止のためのさらなる取組が必要で

あり、家庭内や地域で孤立した子育てにならないように相談機関の充実と、総合的に子育

て支援ができるシステムの構築を進めることが重要です。 

一方、いじめの認知件数は、本市では増加傾向にあります。これは、教育現場において、

児童生徒一人ひとりの日々の様子を注視し、いじめの早期発見・早期対応に努めている結

果であり、このことが重大事態の未然防止につながっています。 

引き続き、家庭や学校において、いじめの未然防止及び早期発見に努めるとともに、こど

もたちがいつでも、気軽に相談できる場所の確保が必要です。 

 

 

 

１ 児童虐待防止対策の強化 

本市では、母子手帳交付を予約制にし、妊婦一人ひとりの健康状態や家庭状況をアセス

メントし、伴走型支援に努めています。今後も、産婦健康診査や乳児家庭全戸訪問などの

事業を通じて、産後の母の心身の状態や養育環境の状況、育児の困り感などを把握すると

ともに、子育てに関する相談、情報提供などを行い、児童虐待の未然防止を図ります。 

また、嘉麻市こども家庭センター かま・ｓｕｋｕ（以下「こども家庭センター」という。）にお

いて、母子保健と児童福祉の連携を強化し、子育てに困難を抱える世帯を早期に把握し支

援に繋げていく必要があります。そのために、要保護児童対策地域協議会を構成する、医

療・保健・福祉・教育・警察・民間団体等、関係機関とのネットワークの強化を図り、支援を必

要とする家庭に対し適切なサービスに繋げていきます。 

現状と課題 

今後の取組 
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２ いじめの解消 

「自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること」が実感できるよう、いじめの未

然防止教育を実践するとともに、「いじめは、どの児童生徒にも、どの学校でも起こりう

る」という危機意識を教職員全員が持ち、学校、家庭、地域社会、関係機関等が一体となっ

て、いじめ問題の早期発見、早期対応を図ります。 

また、いじめが判明した場合、人権に十分配慮しつつ、正確な情報把握に努め、保護者

及び関係機関等と密に連携を取りながら、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワ

ーカーを交えた組織的な取組を進め、適切な対応によっていじめの解消を図ります。 

         

 ●主な事業 

事業名 担当課名 備考 

子育て短期支援事業 子育て支援課  

養育支援訪問・相談事業 子育て支援課  

要保護児童対策地域協議会運営事業 子育て支援課 再掲ｐ42 

産後ケア事業 子育て支援課 再掲 P54 

いじめ問題対策推進事業  学校教育課  

 

 

 

事業名 
 

評価指標 
基準値 

(令和５年度) 
目標値 

(令和 11 年度) 

要保護児童対策地域協議会運
営事業 

児童虐待防止・ヤングケアラ
ーの啓発 １回／年 １回／年 

いじめ問題対策推進事業 

全国学力・学習状況調査児童
生徒質問紙「いじめはどんな
ことがあってもいけないこと
だと思いますか」に対する肯
定的回答（小５・中２） 

96％ 100％ 

評価指標と目標値 
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２ こどもが健やかに育ち力づよく自立できるまちづくり 

 

（１）こどもの成長・発達段階に応じた切れ目のない健康支援 

 

 

本市における母子保健事業においては、こども家庭センターを拠点として、妊娠期から子

育て期にわたる切れ目のない支援を提供する体制を構築しています。母子手帳交付時に個

別に面談を行い、妊婦の健康状態や家庭環境の聞き取りを行うとともに、栄養指導を行い、

妊娠期からの支援を開始し、子育て期の乳幼児健診や育児相談など、顔の見える関係で継

続的に寄り添った支援を行っています。 

また、学童期には、学校保健安全法に基づく、健康診断を実施するとともに、児童生徒の

心身の健全な発達のため、安全・安心で美味しく、栄養バランスの取れた学校給食の提供と

給食を通じた食育を推進しています。 

さらに、思春期はこどもから大人になる転換期であり、この時期の様々な問題とそれに対

する対応が、将来の結婚生活や健康に大きな影響を与えることから、生涯にわたる健康づ

くりの基盤として、また次代のこどもを生み育てる準備期間としても非常に重要な時期で

す。本市でも、学校教育等の中で、生命を大切にする教育やこどもの発達段階に応じた性教

育等が行われており、こどもたちが健やかに思春期をおくるために、家庭、学校、地域等が

連携して、人権尊重の精神に基づいた性教育や思春期健康教育の充実を図る必要がありま

す。 

また、若者に対しては、健診を受ける機会がない 20 歳から 39 歳を対象に、若年健診を

実施しています。健康意識の向上と健診の受診率向上のため、対象者の一部の年代や受診

歴がある方に個別通知を行っています。また、健診結果において生活改善や医療機関の受

診が必要と認められる方に対して保健指導を行い、生活習慣病の早期発見とともに、健康

意識の向上を図っています。食生活上の課題（朝食欠食、野菜摂取量の不足等）については、

健診会場を活用した試食（グラノーラー、スムージー）の提供とともに栄養士が指導を行うこ

とで、朝食と野菜の摂取について行動変容の動機づけを行っています。 

現代社会においては、家庭の問題や自らの学業、学校環境、課外活動、人間関係などから

発生する悩みやストレスに対処できる心の健康づくりも極めて重要です。特に、思春期は身

体的にも精神的にも大きく揺れ動く時期で、不登校やストレスによる摂食障害など、様々な

心の問題がクローズアップされています。不登校児は、義務教育終了後、かかわりが中断し、

ひきこもりに移行する可能性もあるため、関係機関と連携し継続した支援が必要です。 

現状と課題 
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１ 母子保健事業の充実 

・ 妊娠期から子育て期において母子の心と体の健康を守るために、乳児家庭全戸訪問

事業や乳幼児健診、育児相談を実施するとともに、出産後の母の心身の負担軽減の

ための産後ケアの充実を図ります。 

・ 乳幼児健診では、乳幼児の成長、発達の状態を明らかにし、疾病などの早期発見・早

期対応に努めます。また、保護者の心身の状態や養育環境の把握を行い、育児に関す

る不安や悩みの相談に応じ、子育て支援に関する情報提供を行うとともに、必要時に

関係機関との連携を図ることで母子の健康の保持・増進に努めます。 

・ 各種教室、健康診査、フッ素塗布時においてむし歯予防意識の向上や食生活の改善

等、日常の育児の中での歯の健康づくりを支援します。 

 

２ 学童期から思春期における保健・健康教育 

・ 学校保健安全法に基づき、各学校において、児童生徒の健康診断の実施など、学校

保健、学校安全に関する年間計画を作成し適切に実施していきます。 

・ こどもの発達段階に応じ、小学校では、思春期における心と体の変化について学び、

性教育の基礎的知識を身に付け、中学校から高校にかけては、人間の性に対する基

礎的・基本的事項の正しい理解を促すとともに、望まない妊娠を防ぐための避妊教育

や性感染症を防ぐための正しい知識の習得など、性教育の充実を図ります。 

・ 生命の尊さを知り、自分も親に愛されているという実感を得られるよう、児童生徒を

対象に育児体験学習の充実を図り、男女ともに乳幼児に接する機会や子育てに関す

る学習の機会を確保するよう努めます。 

・ こどもの心身の健全な成長を支える食生活について「早寝・早起き・朝ごはん」の基本

的生活習慣の習得や給食を通して子ども自身が健康のための食事について考える

「食育」を推進します。 

 

３ 若者の保健、健康教育 

・ 若い世代から健診への意識を高めるため、若年健診を実施し、周知・啓発を継続する

とともに、健診結果において生活改善や医療機関の受診が必要と認められる方に対

して、保健指導を行い、行動変容につなぐ支援を継続します。 

・ 若年者の受診が比較的多い健診会場を活用するなどして、食生活に係る行動変容の

動機づけとなるような取組を継続します。 

今後の取組 
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・ 市内幼児教育・保育施設と連携・協力をし、こどもに人気のレシピを広く周知することで、

子育て世代の保護者や若年層へ食育情報を発信します。 

・ 市内小学校との連携・協力のもと、「嘉麻市の子どもたちに知ってほしい、たばこの煙の

害」をテーマに、受動喫煙防止普及啓発のための取り組みを行います。 

・ 将来的な糖尿病発症リスクがある、妊娠糖尿病履歴がある方に対しては、若年健診につ

いて個別通知を行い、糖尿病の発症予防を目標とした保健指導を行うことで、行動変容

につなぐ支援を行います。 

 

 ●主な事業 

事業名 担当課名 備考 

乳児家庭全戸訪問事業 子育て支援課  

乳幼児健診事業 子育て支援課  

育児相談事業（10 か月児相談） 子育て支援課  

巡回相談事業 子育て支援課  

離乳食教室事業 子育て支援課  

予防接種事業 子育て支援課  

子ども医療費支給制度 市民課  

健康増進事業（若年健診） 健康課  

子どもと若年世代の食習慣改善事業 健康課  

養育医療受給資格認定事業 子育て支援課  

小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業 子育て支援課  

学校保健事業 学校教育課  

受動喫煙防止普及啓発事業 健康課  

小児・AYA 世代がん患者在宅療養生活支援事業 健康課  
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事業名 
 

評価指標 
基準値 

(令和５年度) 
目標値 

(令和 11 年度) 

乳幼児健診事業 実施率の向上。未受診者０％
に向けた全数把握の徹底 

4 か月児健診
97.1% 

７か月健診 
97.2% 

1 歳６か月児健
診   95.0％ 
3 歳児健診

95.5% 

 
100％ 

巡回相談事業 

①保育所（園）幼稚園巡回相
談の実施 
 
②小・義務教育学校巡回相談
の実施 

①年間 30 回 
 

②年間 41 回 

①年間 30 回 
 
②年間 41 回 

こともと若者世代の食習慣改
善事業 

朝食欠食率の減少及び 1 日の
野菜摂取量を知っている人の
増加 

①朝食欠食率 
小 1：6.5％ 
小 5：13.1％ 
中 2：21.2％ 
20～29 歳 

43.1% 
30～39 歳 

28.3％ 
 

②1 日の野菜摂
取量を知ってい
る人の割合 
20～29 歳 

25.9% 
30～39 歳 

28.3% 
※令和 4 年度ア
ンケート調査に
よる 

①減少 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②増加 
 

受動喫煙防止普及啓発事業 家族の前でたばこを吸ってい
る人の割合 

喫煙者 41.8% 
 
※令和 4 年度ア
ンケート調査に
よる 

減少 

評価指標と目標値 
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（２）こどもが楽しく学び、社会性を養い、生きる力を育むための教育支援 

 

 

これからの社会を生きるこどもたちには、「確かな学力」や「豊かな心」、「健やかな体」な

ど、知・徳・体のバランスのとれた「生きる力」の育成を図ることが大切であり、主体的に学

習に取り組む態度を養い、個性を生かす教育の充実に努めなければなりません。本市では、

「ふるさとに誇りを持てる教育・文化のまちづくり」を基本方針として、これまでも様々な教

育施策に取り組んできました。 

学童期のこどもが健やかに育つためには、生活の大半を過ごす学校生活の充実が必要で

す。そのためには、児童生徒一人ひとりの状況や教育ニーズに応じた適切な指導や支援を

行う必要があります。本市では、平成２３年度から１学級を３０人以下とする少人数指導の実

施により、個に応じたきめ細かな指導を通して学力の向上に努めてきました。また、学校以

外の学習環境が整っていない状況を踏まえ、学習ボランティアを活用した嘉麻市土曜未来

塾を行い、児童生徒の学力向上を図っています。 

さらに、こどもたちが自ら将来の夢や憧れをもって、自立的に自分の未来を切り拓いて

生きていくことができるように、発達段階に応じて将来の社会人としての基礎づくりを支

援しています。また、こどもたちが社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる能力を育

み、自立した社会人への育成を図ります。 

また、昨今、こどもの体力低下、学力低下、情緒的問題、人とのコミュニケーション能力の

低下が、全国的に深刻な問題となっています。本市では、このようなこどもを取り巻く問題

を解決するために、脳科学、認知科学などに基づいた「荒木式コオーディネーショントレーニ

ング」を行うことで、こども達の脳を活性化し、体力・運動能力の発達だけでなく知的能力の

発達、情緒的な安定や創造性豊かな人格の形成を図る「プロジェクトＫ」を推進しています。

これは、学校だけでなく、新生児・乳幼児期から高齢期まであらゆる世代、さらには障がい

者（児）に至るまで、コオーディネーショントレーニングの普及を図っています。 

また、近年、オンラインゲームの普及や SNS（ソーシャル・ネットワーク・サービス）など

WEB メディアの発達と普及等の影響によりこどもの生活環境が変化し、こどもの「活字離

れ」「読書離れ」が起きています。しかし、読書は言葉を学び、表現力を高めるだけでなく、感

性や創造力を豊かにすることにも寄与します。家庭、学校、図書館など地域におけるそれぞ

れの場でこどもの読書活動を推進する必要があります。 

現状と課題 
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１ 教育内容の充実 

少人数指導による個に応じたきめ細かな指導や地域連携による補習学習事業、さらに

は９年間を見通した教育課程の編成と実施など小中一貫教育への取組等を通して、こども

たちの確かな学力、豊かな心、健やかな体の育成を図ります。 

また、国際感覚を育むための英語教育や、児童生徒の発達段階に応じた情報教育とその

ためのＩＣＴ環境の整備など、社会の変化に対応できる教育の充実を図ります。 

さらに、対応すべき教育課題の変化に対応できるよう、嘉麻市教育研究所を中心に、教

職員に対する研修に取り組みます。 

 

２ キャリア教育の推進 

児童生徒一人ひとりが自らの生き方について考え、夢をはぐくむとともに、将来、社会

人・職業人として自立していくために必要な意欲・態度や能力を育てるため、地域、事業所

及び行政機関の連携・協力のもとに、発達段階に応じた職場見学や職場体験活動など、キ

ャリア教育を推進します。 

 

３ 郷土を愛するこどもの育成 

ふるさと嘉麻を胸に志を持ち、社会に羽ばたくこどもたちを育成するために、地域の

「ひと・もの・こと」を活用した「ふるさと学習」を各学校で行います。地域の教育資源や人

材を活用することにより、嘉麻市のよさに気づき、地域や社会に積極的に関わるこどもの

育成を目指します。 

 

４ 読書活動の推進 

４か月児健診に併せて赤ちゃんに絵本をプレゼントするブックスタート事業では、こども

と絵本との出会いを支援するなど、こどもの発達段階に応じた読書環境の充実を図ると

ともに、市立図書館と学校図書館等との連携を深め、学齢期のこどもたちの読書習慣の定

着に努めます。 

今後の取組 
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 ●主な事業 

事業名 担当課名 備考 

少人数指導推進事業 学校教育課  

学力検証事業 学校教育課  

学力向上サポート事業（土曜未来塾を含む） 学校教育課  

キャリア教育の推進事業 学校教育課  

青少年体験活動推進事業 生涯学習課  

読書活動推進事業 生涯学習課  

プロジェクト K 推進事業 スポーツ推進課  

郷土の歴史文化を伝える事業 生涯学習課  

美術教育普及事業 生涯学習課  

放課後児童健全育成事業 こども育成課  

郷土を愛する子どもの育成事業 学校教育課  

 

 
 

 

 

事業名 
 

評価指標 
基準値 

(令和５年度) 
目標値 

(令和 11 年度) 

少人数指導推進事業 
1 クラスの児童生徒数を 30
人以下とする基準に基づく
教職員の配置数 

教職員数 15 人 教職員数 7 人 

学力検証事業 

全国学力・学習状況調査 
①小・義務前期課程 
 
②中・義務後期課程 

全国学力状況調査 
①標準偏差値 98 
 
②標準偏差値 95 

標準偏差値
100 以上 

キャリア教育の実施 社会的・職業的自立に係る
体験活動等の機会の確保 実施 実施 

青少年体験活動推進事業 地域で活躍する人材の育成
を推進する事業の実施数 8 事業 

 
8 事業 

 

読書活動推進事業 
生後 4 か月健診時に赤ちゃ
んに絵本を配布する（ブッ
クスタート）の実施 

100％ 100％ 

プロジェクト K 推進事業 
乳幼児施設のコオーディネ
ーショントレーニングの導
入率 

82％ 100％ 

評価指標と目標値 
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（３）貧困の状況にあるこども等への支援 

 

 

「こどもの貧困の解消に向けた対策に関する大綱」では、現在から将来にわたって、全て

のこどもたちが前向きな気持ちで夢や希望を持つことのできる社会の構築を目指すことを

目的として、子育てや貧困を家庭のみの責任とするのではなく、地域や社会全体で課題を

解決するという意識を強く持ち、こどものことを第一に考えた適切な支援を包括的かつ早

期に講じることが求められています。 

令和５年度に実施した嘉麻市こどもの生活状況調査結果によれば、本市の子育て世帯の

貧困線（等価可処分所得の中央値の半分）は２１６．５万円となっており、「相対的貧困率」（貧

困線に満たない世帯の割合）は１０．９％となっています。また、ひとり親世帯ではこの割合

が２９．５％に増加します。さらに、調査結果を見ると、世帯の経済状況や生活状況がこども

の生活面や学習面等に少なからず影響を及ぼしていることもうかがわれ、こどものその後

の人生に影響を及ぼすことが懸念されます。 

こどもの将来がその生まれ育った環境において左右されることのないよう、貧困の状況

にあるこどもの成育環境を整備するとともに、学習の機会が失われることがないよう、こど

もの貧困対策を総合的、効果的に推進する必要があります。 

なお、近年、こどもの貧困の分野では、ヤングケアラー（家族の介護その他の日常生活上

の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者）の増加が問題となっています。嘉麻

市こどもの生活状況調査結果によると、ヤングケアラーという言葉の「内容も知っている」

と回答した人は、保護者で５６．４％、小学生で５．６％、中学生で１７．２％となっており、認

知度の低さが目立ちます。また、こどもがヤングケアラーに「あてはまる」と回答した保護者

は２．９％、自らがヤングケアラーに「あてはまる」と回答したこどもは、小学生で４．７％、中

学生で１．５％でした。本市では、「ヤングケアラー」の認知度が低いことが課題であり、子ど

もや保護者、地域住民に対して周知が必要です。また、その実態が把握できておらず、今後、

その把握方法を検討し、実態把握に努めるとともに、支援が必要なこどもに対する支援が

行き届くよう努める必要があります。 

現状と課題 
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１ 教育の支援 

貧困の世代間連鎖を断ち切るためには、経済格差による教育格差をなくすことが重要

です。本市では、誰もが、無料で参加できる「土曜未来塾」、地域ボランティアによる学習指

導や体験活動などがあります。今後も引き続き、学校などを通じて、「土曜未来塾」などの

参加を促進し、学力の保障に努めます。 

また、教育に係る経済的な負担を軽減するために、こども家庭センターが相談の拠点と

して、学校やスクールソーシャルワーカーと情報を共有し、連携して必要な制度の周知を図

ります。 

 

２ 地域での支援  

貧困の状況にある世帯の保護者及びこどもたちが地域において孤立することなく生活

できるように、地域での民生委員・児童委員などによる見守りや社会福祉協議会など、各

種相談窓口の周知などを行います。 

また、家庭児童相談員などによる家庭訪問を行い、家庭の状況を把握し、ライフステー

ジに合わせた支援に繋げていきます。 

 

３ 保護者に対する就労の支援 

保護者が働き一定の収入を得ることは生活の安定を図る上で重要です。就労の機会を

確保するために保護者に対して、就労支援員の活用により、迅速な求職活動等、必要な指

導援助を行うとともに、ハローワークとの連携により、就労プログラム参加者の就労促進

を図ります。 

また、就労の機会を得る可能性を拡大するための職業訓練などに繋げるなど就労の支

援を行います。 

 

４ 経済的支援 

生活の安定のためには、生活保護費や各種手当、医療費助成や貸付金等を組み合わせ

て世帯の生活の基盤を下支えしていくなどの経済的な支援は重要であることから、各制度

に基づくこれらの支援に繋げ経済的負担の軽減を図ります。 

 

今後の取組 
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５ ヤングケアラーの啓発と支援 

本市は、「ヤングケアラー」の認知度が低いため、こどもや保護者、教職員や地域住民に

対して、啓発活動を行います。また、学校等との情報共有に努め、本来大人が担うと想定さ

れている家事・育児・介護等を日常的に行っているヤングケアラーの早期発見に努め、福

祉サービス事業所等と連携し、支援の充実を図ります。 

 

 ●主な事業 

事業名 担当課名 備考 

母子栄養強化事業 子育て支援課  

助産施設等入所費助成事業 子育て支援課  

就学援助事業 学校教育課  

通学等補助金事業 交通政策課  

奨学金事業 教育総務課  

学習支援事業 人権・同和対策課  

民生委員・児童委員事業 社会福祉課  

生活困窮者自立支援事業 生活支援課  

生活保護制度 
（生活扶助、教育扶助、生業扶助など） 

生活支援課 
 

生活保護制度（就労自立給付金） 生活支援課  

生活保護制度（進学・就労準備給付金） 生活支援課  

就労準備支援事業 人権・同和対策課  

家庭相談支援事業 子育て支援課  

養育支援訪問・相談事業 子育て支援課  

児童手当 こども育成課  

若年者専修学校等技能習得資金貸付事業 人権・同和対策課  
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事業名 
 

評価指標 
基準値 

(令和５年度) 
目標値 

(令和 11 年度) 

通学等補助金事業 通学定期券購入費の一部を補
助する人数 576 人 600 人 

奨学金事業 新規貸付者数 5 人 20 人 

助産施設等入所費助成事業 

経済的困窮を理由に入院助産
を受けられない妊産婦に対し
て、出産費の助成を行う制度
の周知及び支援 

実施 実施 

要保護児童対策地域協議会運
営事業 

ヤングケアラーに関する記名
式アンケートの実施 未着手 実施 

生活困窮者自立支援事業 

経済的な困りごとだけではな
く、様々な理由で生活に困窮
する人たちの相談窓口の周知
及び支援 

実施 実施 

評価指標と目標値 
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（４）障がいのあるこども等への支援 

 

 

障がいのあるこどもや発達に課題のあるこどもの保護者の多くは、さまざまな不安や悩

みを抱えている状況が見受けられます。そのため、障がい児及びその家族に対する支援に

ついて、障がいの種別や年齢別等のニーズに応じて身近な場所で提供できるように、地域

における支援体制の整備が必要です。そのため、市内に児童発達支援センターの設置や障

がい児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）の推進が求められます。 

本市では、乳幼児健診で育児相談、栄養相談、作業療法士による運動発達相談や臨床心

理士による心理相談などを行い、疾病や発達の遅れなど早期発見・早期対応に努めていま

す。 

また、市内の保育所（園）・幼稚園・認定こども園を巡回訪問し、発達が気になる幼児を早

期に発見をするなど、乳幼児の健やかな成長と保護者の育児不安や負担の軽減に努めてい

ます。 

障がいのあるこどもや発達に課題のあるこどもの療育については、こども家庭センター

で、保護者の相談を行い、ことば、運動及び心理の個別訓練事業を実施し、必要に応じて地

域の児童発達支援事業所などへ繋ぎ、保護者の不安や負担の軽減に努めています。しかし

痰の吸引などの医療的ケアが日常的に必要なこどもに対しての支援は、十分といえない状

況です。 

インクルーシブ教育の推進にあたっては、障がいのあるこどもが合理的配慮を含む必要

な支援を受けながら、障がいのないこどもと同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個

別の教育的ニーズのあるこどもに対しては、自立と社会参加を見据えて、その時点での教

育的ニーズに最適な指導が提供できるよう、小・中・義務教育学校における通常の学級、通

級指導教室、特別支援学級、特別支援学校という「多様な学びの場」のそれぞれの充実を図

る必要があります。 

本市では、障がいのあるこどもの教育に関し、随時、就学相談などに応じています。それ

ぞれの教育的ニーズに応じた教育が受けられるよう本人及び保護者の意思を尊重した上で

就学先を総合的に判断し、教育上の合理的配慮を含む支援について検討を行っています。

就学後についても、一人ひとりの状況を把握し、必要に応じて相談を継続するなど、こども

たちの成長にとって望ましい教育環境を提供するよう努めています。 

今後も可能な限り早期から成人に至るまで一貫した指導・支援ができるよう、本人と保護

者を中心にすえ、医療、保健、福祉、就労支援等との連携の下、一人ひとりの状況やニーズ

に応じた適切な支援・指導・教育を推進します。 

現状と課題 
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１ 相談支援体制の充実 

発達に不安を抱える乳幼児とその保護者を対象に、乳幼児健診時の相談やことばと発

達の相談、教育相談などを実施し、相談体制の充実を図ります。引き続きこども一人ひと

りの状態に応じ、家族を含めた総合的な支援を行うとともに、保育所（園）・幼稚園・認定こ

ども園・学校・医療機関・福祉サービス事業所などをつなぐことで継続的な支援が行えるよ

う、連携して相談支援に努めます。 

また、総合的な相談窓口として、飯塚圏域（飯塚市・嘉麻市・桂川町）障がい者基幹相談

支援センターにおいて、発達相談に関する相談を受け、情報提供や助言、必要なサービス

の利用支援等を引き続き行ってまいります。 

障がい児及びその家族に対する支援については、障がい種別や年齢別等のニーズに応

じて身近な場所で提供できるように、地域における相談支援体制整備が必要なため、児童

発達支援センターの設置が必要です。 

 
２ 嘉麻市発達支援連携協議会の充実 

障がいのあるこどもや発達に課題のあるこども一人ひとりの状態と乳幼児期から入学

や進学、卒業などのライフステージに応じたきめ細かな対応ができるよう、保健、医療、福

祉、保育、教育などの関係機関で構成する「嘉麻市発達支援連携協議会」において円滑な

情報共有を図ることができる体制の拡充を図ります。 

 
３ 障がい児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）の推進 

年少期からのインクルージョンを推進し、障がいの有無にかかわらず様々な遊びを通し

てともに過ごし、それぞれのこどもが互いに学び合う経験を持てるようにしていくため、

障がい児通所支援事業所等が保育所等訪問支援を活用し保育所等の育ちの場において連

携・協力しながら支援を行う体制の構築を進めます。 

 
４ 幼稚園・保育所(園)・認定こども園・学童保育所における受け入れ体制の充実 

障がいのあるこども等についても、幼稚園や保育所（園）、認定こども園、学童保育所へ

の受け入れを行っています。今後も研修などを行い、職員の資質向上に努め、安心して利

用できるよう、受け入れ体制の充実を図ります。 

また、障がいのあるこども等の保育事業を円滑に実施するため、障がいのあるこども等

の受け入れを行う保育所（園）に対し、必要な保育士等の加配を行っています。今後も引き

続き取り組むことで、障がいのあるこども等の保育活動の充実と児童福祉の増進を図り

ます。 

今後の取組 



第４章 基本目標ごとの施策の展開（２ こどもが健やかに育ち力づよく自立できるまちづくり） 

  

- 45 - 

 

５ 障がいのあるこども等の自立、社会参加のための必要な力を培うための取組 

幼稚園や保育所（園）、認定こども園において、障がいのあるまたは可能性があるこども

に対して、専門的な知識を有する、臨床心理士、言語聴覚士等の専門職が巡回し、一人ひ

とりに寄り添った支援及び相談対応を行っています。 

また、専門職によるこどもたちにあった支援方法の助言などにより、職員の知識向上や

適切な支援など資質の向上を図り、保護者の相談対応も行っています。 

今後も巡回相談を実施し、特に近年増加傾向にある発達障がいを含む障がいのあるこ

ども等の発達に向けた支援の充実に取り組みます。 

 

６ 医療的ケアを必要とするこどもに対する支援 

医療的ケアが必要なこどもに対応した支援ができるよう関係機関と連携し体制の整備

に努める必要があります。 

 

７ 教育相談・教育支援体制の充実 

特別な支援が必要となる可能性のあるこども及びその保護者に対し、早期からの情報

提供や教育相談等を実施するとともに、障がいのあるこどもの個々の実態に即した就学

を進めるため、本人・保護者の意向を尊重しながら適切な教育支援に努めます。 

 

８ 障がい児通所支援の充実 

障がいのあるこどもが日常生活における基本的動作や知識技能を習得し、集団生活に

適応できるよう支援を行う児童発達支援や、学齢期における放課後や夏休み等の長期休

暇中において、生活能力向上のための訓練等を提供する放課後等デイサービスなどの障

がい児通所支援の提供体制の充実に努めます。 

 

９ 教職員の資質の向上と支援体制の充実 

特別支援教育コーディネーターや特別支援学級及び通級指導担当者を対象にした研修

等への参加を促します。併せて、特別支援教育コーディネーター連絡会において、情報共

有を行い、スキルアップに努め、発達障がいや障がい種別の多様化に対応できる体制のさ

らなる充実に努めます。 

また、全教職員に対して特別支援教育に関する学習会・研修会等への参加を促し、教職

員のさらなる資質の向上に努めます。 
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10 教育環境の整備 

特別支援教育支援員等を配置し、児童生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その持

てる力を高め、生活や学習上の困難を改善または克服するため、適切な指導を行います。 

また、障がいのあるこどもの就学機会を拡充し、児童や生徒が安全で快適に学校生活が

送れるように、教育環境の整備に努めます。 

 

 ●主な事業 

事業名 担当課名 備考 

巡回相談事業 子育て支援課  

療育訓練事業 子育て支援課  

特別支援教育推進事業 学校教育課  

発達支援連携協議会事業 子育て支援課  

養育医療受給資格認定事業 子育て支援課  

小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業 子育て支援課  

プロジェクト K 推進事業 スポーツ推進課  

障がい児保育支援事業 こども育成課  

放課後等デイサービス事業 社会福祉課  

児童発達支援 社会福祉課  

日中一時支援事業 社会福祉課  

障害児福祉手当 社会福祉課  

在宅心身障害児福祉手当 社会福祉課  

障害者自立支援給付事業 社会福祉課  

障害者自立支援医療事業 社会福祉課  

重度障がい者医療費支給制度 市民課  

特別児童扶養手当 こども育成課  
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事業名 
 

評価指標 
基準値 

(令和５年度) 
目標値 

(令和 11 年度) 

療育訓練事業 
療育訓練事業の見直し 
（療育訓練から療育相談へ移
行） 

調査・制度設計 実施 

特別支援教育推進事業 
特別支援教育支援員、特別支
援教育介助員、補助教員の配
置 

児童生徒の実情
に応じた配置 

基準値に基づ
く配置 

放課後等デイサービス事業 障がいのある就学児童の利用
者数 124 人 129 人 

評価指標と目標値 
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（５）不登校やひきこもりのこども・若者への支援 

 

 

令和４年度の本市の小中学校における不登校児童生徒の割合は３．８０％と、全国平均３．

１７％を上回っています。不登校については、本人・家庭・学校に関わる様々な要因が複雑に

関わっている場合が多く、学校やこども家庭センターなどが連携し、その要因をアセスメン

トし必要な支援を行うことが大切です。不登校というだけで問題行動であると受け取られ

ることのないように配慮することを基本的な考え方とする教育機会確保法の趣旨を踏まえ、

全てのこどもが教育を受ける機会を確保できるよう努める必要があります。 

本市では、さまざまな事情で登校できない状態にある児童生徒を支援するため、嘉麻市

適応指導教室「れすとぴあ」において、継続的な適応指導や、様々な体験活動を通じた指導

等により、不登校児童生徒の学校復帰、社会的自立のための支援や教育相談を行っていま

す。また、生活環境などが要因で、不登校となっているこどもについては、こども家庭センタ

ーで教育相談を実施し、生活環境や生活リズムの改善を図るための、「学習等支援室」を設

置し、こどもの居場所づくりを確保しています。 

さらに、不登校にとどまらず、ニートやひきこもりの状態にあったり、進路や人間関係等

に悩みや不安を抱えていたりする若者も存在します。誰にも相談できず孤独やストレスを感

じることのないよう、そのような若者やその家族を相談支援やサポートにつなげる必要が

あります。 

 
 

 

 

１ 不登校児童生徒への対応の充実 

スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーなどの専門家にいつでも相談できる

環境を整備するとともに、嘉麻市適応指導教室「れすとぴあ」を中心に、不登校のこどもへ

の支援体制の充実を図ります。 

また、家庭に引きこもっている不登校児童生徒に対しては､教育相談を実施し、生活指

導などを行う嘉麻市学習等支援室へ繋げるなどの支援を行い、社会的な自立を支援しま

す。 

 

２ 悩みや不安を抱える若者やその家族に対する相談体制の充実 

ひきこもり相談窓口の周知・広報をていねいに行うことで、大きな不安や悩みを抱える

方やその家族にできる限り早期に、適切な支援を届けることができるよう努めます。 

現状と課題 

今後の取組 
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併せて、ひきこもり支援に携わる関係機関がネットワークを築くことで、早期支援、切れ

目ない支援へつなぐことを目指します。 

また、こころのＳＯＳサインに気づいた時の対処の仕方をはじめ、こころの健康や病気、

相談支援やサービスに関する情報、悩みや不安を抱える友達を相談支援やサポートにつな

げることができるような情報等について学生を含む若者に周知します。 

 

 ●主な事業 

事業名 担当課名 備考 

教育相談事業 子育て支援課  

スクールソーシャルワーカー派遣事業 子育て支援課  

スクールカウンセラー派遣事業 子育て支援課  

不登校対策支援事業 学校教育課  

適応指導教室（れすとぴあ）推進事業 学校教育課  

学習等支援室 子育て支援課  

ひきこもり支援者意見交換会 健康課  

 
 

 

 

 

事業名 
 

評価指標 
基準値 

(令和５年度) 
目標値 

(令和 11 年度) 

不登校対策支援事業 不登校児童生徒数の割合 3.97% 全国の出現率
以下 

スクールソーシャルワーカー
派遣事業 

スクールソーシャルワーカー
配置人数 0 人 1 人 

適応指導教室（れすとぴあ）
推進事業 

中学校・義務教育学校 (後期)
等の不登校対策委員会出席 5 校 5 校 

ひきこもり支援者意見交換会 定期的な開催 1 回／３か月 
充実 

（個別ケースへの
連携支援増） 

評価指標と目標値 
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（６）若者への就労支援（若者への自立支援） 

 

 

こども大綱では、国が目指す「こどもまんなか社会」の具体的な姿として、２０代、３０代を

中心とする若い世代が、自分らしく社会生活を送ることができ、経済的基盤が確保され、将

来に見通しを持つことができる社会、 希望するキャリアを諦めることなく、仕事と生活を調

和させながら、希望と意欲に応じて活躍できる社会が掲げられています。 

しかし、現実の社会では、新規学校卒業者が就職できない場合や就職をしても１年以内に

離職する若者が増加しています。また、１５～３９歳を対象とした嘉麻市こども・若者の意識

と生活に関する調査結果によると、結婚しない人が増えている理由のトップは「経済的な不

安がある」で、結婚時の支援として「子育てにかかる費用などの経済的な支援」や「結婚生活

をスタートする際の経済的支援」に次いで「雇用促進のための就労支援」となっています。 

本市では、総合戦略の中で、企業誘致促進や創業支援による新たな雇用の創出等に取り

組んでいますが、直接若者を対象とする就労支援策は十分とは言えません。県では、学校を

卒業・中退後、あるいは仕事を辞めた後、様々な要因によって無業状態にある若者に対して、

求職活動に踏み出すための、「筑豊若者サポートステーション」を設置し、様々な支援を行っ

ていますが、本市においても、若者に対するキャリア自立に向けた支援策を検討する必要が

あります。 

 
 

 

 

１ 若者の雇用対策事業の検討 

企業向け及び求職者向けの各種セミナーや伴走型支援、企業説明会、面接会の実施等を

検討します。 

 

２ 職業相談事業の検討 

ハローワークと連携し、子育て世代やＵＩＪターン移住者を新たな労働力ターゲットとした

相談窓口の設置を検討します。 

現状と課題 

今後の取組 
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 ●主な事業 

事業名 担当課名 備考 

若い農業担い手の育成、確保及び農業経営の確立 農林振興課  

移住・定住起業チャレンジ支援事業補助金 産業振興課  

地方就職学生支援事業補助金 産業振興課  

第二種運転免許取得補助金 交通政策課  

生活保護制度（被保護者就労支援事業） 生活支援課  

生活困窮者自立支援事業 生活支援課  

 

 
 

事業名 
 

評価指標 
基準値 

(令和５年度) 
目標値 

(令和 11 年度) 

若い農業担い手の育成、確保
及び農業経営の確立 認定新規就農者数 13 人 22 人 

第二種運転免許取得補助金 大型、中型又は第二種運転免
許取得費用を助成する人数 0 人 2 人 

評価指標と目標値 
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３ 安心してこどもを産み育てられるまちづくり 

 

（１）妊娠・出産への支援 

 

 

妊娠・出産・産褥期
さんじょくき

の女性は、短期間での大きな心身の変化に加えて、生まれてくるこど

もに、家族と共に愛情を注ぎ育てるという長期にわたる責任を負うことになります。この時

期の支援は良好な親子の愛着形成を促進していくものであり、また、こどもの健やかな発

達のためにも重要です。 

妊娠中の母体及び胎児の健康を確保し、安全な出産を確保するためには、正しい知識や

情報に基づいた妊娠初期からの健康管理と、家族、職場、地域の理解と協力によるサポート

体制が必要です。 

本市では、すべての妊婦や子育て家庭が安心して出産・子育てできるよう、こども家庭セ

ンターにおいて保健師・助産師・管理栄養士が産前・産後のからだや妊娠中の食事等につい

て相談に応じるほか、妊娠届出時・妊娠８か月前後・赤ちゃん訪問時に面談やアンケート等

を実施し、妊娠・出産・子育てに関してさまざまな不安や悩みを聞き、出産や育児の見通し

を立てたり、必要な情報提供を行い、適切なサービスにつなげたりと、継続的なサポートを

行う（伴走型相談支援）とともに、育児用品購入等の経済的負担を軽減するために、出産・子

育て応援ギフト（経済的支援）の交付を行っています。また、助産所や自宅で、産後のお母さ

んの心身のケアや授乳のケア・育児相談などの助産師のケアが受けられる産後ケア事業も

実施しています。 

一方、従来、こどもが欲しいと望んでいるにもかかわらずこどもに恵まれず、不妊治療を

受ける夫婦の経済的負担が問題となっていましたが、令和４年度からは保険適用となって

おり、県では特定不妊治療と併用して全額自費で実施される先進医療に係る費用の一部助

成も行っています。さらに、県では、不育症（妊娠したものの、流産・死産を２回以上繰り返

す状態）の検査及び治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とし、不育症

の検査及び治療費の一部を助成しています。少子化が進む中、こどもが欲しいと望んでい

る夫婦に対するこのような助成は、少子化対策としても重要です。 

また、妊娠・出産・子育てに関する様々な情報を必要な人が必要な時に得ることができる

よう、住民、医療機関、自治体間で迅速に母子保健情報を共有・活用できる基盤整備に向け

て、母子保健情報のデジタル化など、国の動向を確認しながら検討を進めます。 

現状と課題 
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１ 母子健康手帳の交付と安心・安全な妊娠・出産に向けた支援 

母子健康手帳交付の予約制度が定着し、交付時の面談により、顔の見える関係性・信頼

関係の構築に努めています。また、妊娠期では適切な栄養摂取の大切さを理解してもらう

ため、管理栄養士による妊娠中の栄養指導を実施し、低出生体重児の減少に努めます。 

市では妊娠期から子育て期まで継続的に寄り添った支援を行っており、ほぼ全妊婦と面

談をすることができています。この取組を継続しつつ、各種健診（妊婦健診、産婦健診等）

の受診勧奨や情報提供などを実施することで、特に支援が必要な特定妊婦への早期の関

わりなど、安心・安全な妊娠・出産に向けた支援に取り組みます。 

また、若い世代は日々の生活の中において、情報収集のツールがインターネットを中心

としていることから、スマートフォンを活用した母子手帳の電子化についても、国の動向を

確認しながら、検討を進めます。 

 

２ 妊婦に対する伴走型相談支援と出産育児に関する経済的支援の一体的実施 

すべての妊婦や子育て家庭が安心して出産・子育てできるよう、引き続き、妊娠期から

子育て期までの相談・支援を行う「伴走型相談支援」と出産・育児にかかる費用の負担軽減

を図る「経済的支援」を一体的に実施します。 

また本市では、出産応援ギフト・子育て応援ギフトだけではなく、出生したこどもの健や

かな成長を願い、新生児を養育する方へ「すくすくかまっこ祝金」（出産祝金）を交付します。 

 

３ 産後ケア事業の推進 

産後ケア事業は、医療機関や助産所等で、産婦の休息・身体的ケア、心理的ケア、乳房ケ

ア、授乳・沐浴指導や育児相談等を行い、子育てに悩みや不安を抱える産婦が安心して子

育てできるようサポートします。 

 

４ 不妊・不育治療に対する助成制度の広報 

県が実施する「不妊に悩む方への先進医療支援事業」や「不育症検査費・治療費助成事

業」など、費用助成制度の紹介により、不妊・不育に悩む夫婦と県を繋げられるように努め

ます。 

今後の取組 
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 ●主な事業 

事業名 担当課名 備考 

母子手帳交付事業 子育て支援課  

妊婦健康診査事業 子育て支援課  

産婦健康診査事業 子育て支援課  

産後ケア事業 子育て支援課  

妊婦等包括相談支援事業（伴走型相談支援事業） 子育て支援課  

妊婦のための支援給付交付金事業 
子育て支援課 
こども育成課 

 

出産育児一時金 市民課  

 
 

 
 

 

事業名 
 

評価指標 
基準値 

(令和５年度) 
目標値 

(令和 11 年度) 

産婦健康診査事業 実施機関を拡大して継続 管内の産科医療
機関 

県内全域の 
産科医療機関 

妊婦のための支援給付交付金
事業 

子ども・子育て支援法に基づ
く妊婦のための支援給付交付
金交付率 

100％ 100％ 

評価指標と目標値 
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（２）子育てに関する情報提供・相談支援 

 

 

過去においては育児のための知識や技術が親から子へ、または地域住民同士の間で伝え

られてきました。核家族化が進行する現在は親子や地域からの伝達に代わり、情報通信技

術（ICT）の発達に伴うコミュニケーション手段の多様化により、ＳＮＳ等での育児情報収集

を容易に行うことができます。ただし、情報過多により正しい情報の判断ができず、誤った

情報に惑わされるなどの危険もあります。このため子育て経験の少ない保護者は、相談相

手もないまま子育てに取り組まなければならず、育児不安やストレスに悩む例が増えていま

す。そこで、このような保護者がいつでも気軽に集い、相談でき、適切なアドバイスや正しい

情報が得られる体制を整備すると同時に、保護者同士で気軽につきあえる子育ての仲間づ

くりが重要となっています。 

本市では、こども家庭センターにおいて子育て期の相談に応じるほか、こどもと保護者が

一緒に過ごす場所として、市内３か所の地域子育て支援センターにおいて地域子育て支援

拠点事業を実施しており、子育てについての相談や子育て支援の情報提供、季節の催し・製

作、絵本の読み聞かせなどを行っています。 

また、安心とゆとりを持って子育てを楽しむためには、前もって子育てについて学ぶとと

もに、子育て支援サービス等の情報を取得し、必要に応じて子育てサービスを上手に活用す

ることが重要です。 

本市では、結婚・妊娠・出産から子育て全般に関する市の情報をまとめた「嘉麻市子育て

ガイドブック」を作成し、市内の乳幼児期の子育て世帯に配布しています。しかし、ニーズ調

査において、嘉麻市からの情報を十分に受け取ることができているかたずねたところ、「そ

うは思わない」と回答した人が就学前児童の保護者で２９．７％、小学生児童の保護者で

34.9％と、いずれも「そう思う」と回答した人の割合を上回っています。保護者が必要な情

報を手軽に収集できるように、さらに情報提供の充実を図るとともに、子育て中の保護者

同士のコミュニケーションの場所などの充実を図る必要があります。 

 
 

 

 

１ 子育てに関する相談や学習の場の充実 

母子保健事業としての各種相談・学習事業や、こども家庭センターにおける相談等の充

実を図り、子育ての相談や学習の場の充実に努めます。 

現状と課題 

今後の取組 
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２ 親子で集える場の充実 

子育て支援センターなど、親子で集える交流の場の充実を図るとともに、子育て支援者

や団体と連携した交流の場の拡充に努めます。 

また、子育て中の保護者を対象としたコミュニケーションの場と学習する機会を提供す

ることにより、子育て中の親子が出会い、つながる場をつくり、子育て家庭の孤立を防ぐ

とともに、親子で心身ともにリフレッシュし、子育ての不安や負担感などの解消を目指しま

す。 

 

３ 子育ての仲間づくりの促進 

離乳食教室や子育て支援センターでの事業の実施など、様々な機会を利用して、子育て

の仲間づくりを促進します。 

 

４ ホームページやガイドブック等の充実 

子育てに関する地域の情報を広く適宜に提供するため、市のホームページ上の子育て

情報の充実を図るとともに、「嘉麻市子育てガイドブック」や子育て支援センター発行の情

報誌など、各種情報誌の充実を図ります。 

また、市の公式ＬＩＮＥなどを活用し、ＳＮＳを利用する子育て世代に必要な情報提供や、

子育て相談に繋げるなど、子育て内容の充実に努めます。 

 

５ 民生委員・児童委員、主任児童委員の活動に関する情報の普及 

子育て支援サービスの情報提供や相談を身近な地域で受けることができるよう、地域

の窓口となる民生委員・児童委員、主任児童委員の活動に関する情報の普及に努めます。 

 

 ●主な事業 

事業名 担当課名 備考 

利用者支援事業 
こども育成課 
子育て支援課 

 

育児相談事業（10 か月児相談） 子育て支援課  

地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター） こども育成課  

教育相談事業 子育て支援課  

家庭教育支援事業 生涯学習課  
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事業名 
 

評価指標 
基準値 

(令和５年度) 
目標値 

(令和 11 年度) 

育児相談事業（10 か月） 対象児（生後 10 か月児）参
加者率 71.4％ 80％ 

教育相談事業 
不登校や学校生活等の教育相
談、小学校就学児童の個別相
談窓口の周知と支援 

実施 実施 

家庭教育支援事業 

乳児期から思春期のこどもを
持つ保護者に対し、親子、保
護者同士のコミュニケーショ
ンの場と学習の機会提供 

21 回 24 回 

評価指標と目標値 
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（３）多様な保育事業の充実 

 

 

共働きが主流となった現在において、保護者が仕事と子育てを両立させるためには、多

様な保育サービスや充実した放課後児童対策などの子育て支援が必要となっています。嘉

麻市では、すべての家庭が安心してこどもを産み、子育てできるよう様々な子育て支援サ

ービスを実施しています。幼稚園や保育所（園）・認定こども園などの定期的な教育・保育事

業に加え、病児・病後児保育、一時預かり、ショートステイなどの実施により、こどもを預けて

一時的に子育てから解放されることで育児ストレスを軽減することも可能です。 

本市では、平成２７年２月の「第一期嘉麻市子ども・子育て支援事業計画」策定以来、就学

前児童の教育・保育事業と各種地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保に努めてき

ましたが、引き続き、提供体制の確保と事業内容の充実に努める必要があります。 

また、こどもの預け先がないために、いろいろなイベントや行事、講座への参加をあきら

めるという事態が発生しないよう、託児コーナーの設置など、主催者側にも子育て中の保

護者への配慮が求められます。 

 
 

 

 

１ 保育ニーズに応じた保育サービスの充実 

地域の保育ニーズを把握し、幼稚園や保育所・認定こども園における通常の保育はもと

より、延長保育、一時預かり、障がい児保育、病児・病後児保育など、子育て家庭の多様な

ニーズに対し、きめ細かな保育サービスの提供を図ります。 

 

２ 放課後児童対策の充実 

共働き家庭などの児童を対象とした学童保育により、放課後児童の安全な居場所の確

保と充実を図ります。 

 

３ 行政主催のイベント等への託児コーナー設置 

子育て中の保護者に配慮し、行政が主催するイベントや講座等には、託児所を可能な限

り設置していますが、利用者が少ないのが現状です。イベント等開催の際には周知等に努

めます。 

現状と課題 

今後の取組 
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 ●主な事業 

事業名 担当課名 備考 

延長保育事業 こども育成課  

病後児保育事業 こども育成課  

地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター） こども育成課  

一時預かり保育事業 こども育成課  

障がい児保育支援事業 こども育成課  

療育訓練事業 子育て支援課  

 

 
 

 

 

 

事業名 
 

評価指標 
基準値 

(令和５年度) 
目標値 

(令和 11 年度) 

療育訓練事業 

①保育士等への座談会実施回
数 
②保育士向けの研修会実施回
数 

①9 回 
（各３園×３回） 
②１回／年 

①9 回 
（各３園×３回） 

②１回／年 

市が行う講演会等へのこども
連れで参加できる取組 

市が行う講座、研修会等にお
ける託児の実施 実施 実施 

評価指標と目標値 
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（４）ひとり親家庭への支援 

 

 

近年、結婚観や家族観の違いなどを理由とした離婚の増加により、ひとり親家庭、特に母

子家庭が全国的に増加傾向にあります。本市においても、年によるばらつきはありますが、

令和３年までの１０年間の年間離婚件数の平均は７３件と、比較的高い件数で推移しており、

ひとり親家庭も増加していると思われます。 

ひとり親家庭では、仕事と子育てを一手に担わざるを得ないこととなるため、住居、収入、

こどもの養育等の面で様々な問題を抱えるだけでなく、いわゆる「時間の貧困」にも陥りや

すいと言われています。ひとり親家庭が生活に困窮することは、こどもの健全な成長の観点

からも問題であり、ひとり親家庭の保護者が生活の安定を図りながら、こどもの健全な成長

を確保することができるよう、自立を進めることが重要です。 

このため、本市においても、ひとり親家庭への対策として、自立し、安心した暮らしをおく

るための相談体制や情報提供、生活支援、就業支援、経済的支援等の各種事業を実施して

おり、今後も気軽に相談できる体制整備を図る必要があります。 

 
 

 

 

１ ひとり親家庭に対する相談体制・情報提供の充実 

民生委員や児童委員、関係機関との連携を強化し、母子・父子自立支援員を中心に、ひ

とり親家庭が抱える様々な悩みや相談ごとに柔軟に対応できる体制を整えるとともに、そ

れぞれのニーズに合った適切な情報提供に努めます。 

 

２ ひとり親家庭に対する生活支援の充実 

ひとり親家庭の生活の安定と、そのこどもの福祉の増進を図るため、修学・修業・転宅資

金等に関する情報提供や相談受付、事務手続等を行っていきます。 

また、児童の福祉を目的に、経済的・精神的に不安定な母子家庭の母親とそのこどもが

安心して生活をしていくことができるように､母子生活支援施設への入所を促し、自立の

ための生活支援を行います。 

 

３ ひとり親家庭に対する就業支援の充実 

母子・父子自立支援員が、一人ひとりの自立に向けた支援プログラムを作成し、ハローワ

ークと連携しながら、相談者の希望や適性に応じた就職活動を支援します。 

現状と課題 

今後の取組 
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また、就職に有利な資格取得や職業能力の開発等を支援するための給付金を支給する

など、就労状況の改善に向けた支援を推進します。 

 

４ ひとり親家庭等に対する経済的支援の充実 

ひとり親家庭等に対し、生活の安定と児童の福祉を向上させ、ひとり親家庭の自立を促

進するために児童扶養手当を支給するとともに、ひとり親家庭の親が医療保険による診

療を受けた場合、その医療費の自己負担分の一部を助成します。 

また、養育費は子どもの権利です。養育費を受け取っているひとり親家庭の保護者の割

合が少ないため、養育費の支払いが適切に行われるよう相談支援等の充実に取り組みま

す。 

 

 ●主な事業 

事業名 担当課名 備考 

ひとり親家庭等医療費支給制度 市民課  

母子父子寡婦福祉資金貸付金事業 子育て支援課  

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格 
支援事業給付金 

こども育成課 
 

母子・父子自立支援プログラム策定事業 子育て支援課  

高等職業訓練促進給付金 こども育成課  

自立支援教育訓練給付金事業 こども育成課  

児童扶養手当 こども育成課  

こどもの養育費相談支援 子育て支援課  
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事業名 
 

評価指標 
基準値 

(令和５年度) 
目標値 

(令和 11 年度) 

母子父子寡婦福祉資金貸付金 
各種媒体を利用して制度を周
知し、必要な人へ支援を繋
げ、利用者増を目指す 

実施 実施 

ひとり親家庭高等学校卒業程
度認定試験合格支援事業 

各種媒体を利用して制度を周
知し、必要な人へ支援を繋
げ、利用者増を目指す 

利用件数 ０人 利用件数  
１件 

母子・父子自立支援プログラ
ム策定事業 

各種媒体を利用して制度を周
知し、必要な人へ支援を繋
げ、利用者増を目指す 

利用件数 ０人 利用件数 
 １件 

高等職業訓練促進給付 
各種媒体を利用して制度を周
知し、必要な人へ支援を繋
げ、利用者増を目指す 

新規就業開始 
3 人 

新規就業開始 
6 人 

母子家庭自立支援給付金及び
父子家庭自立支援給付金事業 

各種媒体を利用して制度を周
知し、必要な人へ支援を繋
げ、利用者増を目指す 

給付件数 0 件 給付件数 
3 件 

評価指標と目標値 



第４章 基本目標ごとの施策の展開（４ 地域全体でこどもと子育て家庭を支えることができるまちづくり） 

  

- 63 - 

 

４ 地域全体でこどもと子育て家庭を支えることができるまちづくり 

 

（１）ワーク・ライフ・バランスの推進 

 

 

こどもとのふれあいを大切にして、子育てと仕事を両立するためには、 男女を問わずワ

ーク・ライフ・バランスの実現を推進していくことが必要です。特に男性については、従来の

仕事中心の意識・ライフスタイルから、「仕事」と、子育てや家庭生活、地域活動などの「仕事

以外の生活」との調和がとれている、ワーク・ライフ・バランスが保たれたライフスタイルへの

転換が求められており、子育ての喜びの実感やその責任を認識しながら、子育てに参加す

ることが望まれます。そのためには、労働時間の短縮や、男性においても子育てのための休

暇を取得しやすくするなどの職場環境づくりが重要です。 

また、働きたい女性が仕事と子育て・介護などの二者択一を迫られることなく働き続け、

その能力を十分に発揮することができるよう、ライフイベントに対応した多様で柔軟な働き

方などを通じたワーク・ライフ・バランスの実現が喫緊の課題となっています。 

ワーク・ライフ・バランスの推進には事業所の理解が不可欠です。嘉麻市男女共同参画推

進条例第６条では、「仕事と家庭生活における活動その他の活動が両立できるような就業

環境の整備に努める」ことが事業者等の責務として定められており、市長が「嘉麻市イクボ

ス宣言」を行い、市内事業所への働きかけを推進しているところです。 

少子高齢化の進行により労働人口が減少する中、事業所にとっては人材の確保が重要な

課題となっています。時間外労働の削減や育児・介護休業の取得など、ワーク・ライフ・バラ

ンスの推進に積極的な事業所は、従業員の就業の定着率が高まる傾向にあり、人材の確保

へつながります。そのため、さらなる事業所への啓発が必要です。 

また、ワーク・ライフ・バランスと合わせて、こども・若者が、性別にかかわらず、様々な可

能性を広げていくことができるよう、男女共同参画の意識の醸成を図るための啓発や就学

前教育・学校教育の推進等が必要です。 

 
 

現状と課題 
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１ ワーク・ライフ・バランスの普及・啓発 

仕事と生活の調和の実現に向けた社会的気運の醸成を図るために、ワーク・ライフ・バラ

ンスの理解と普及の促進に努めるとともに、長時間労働の是正等の働き方改革に向けて

の取組を推進します。 

 

２ 男女がともに仕事と子育てを両立できる基盤整備 

仕事と子育ての両立は、働く保護者にとって大きな問題であることから、通常保育事業

や学童保育所（放課後児童健全育成事業）をはじめ、病後児保育事業や各種特別保育事業

など、多様な保育ニーズに応じた保育サービスの充実を図ります。 

 

３ 子育てしやすい職場環境づくりの啓発 

市が率先して市職員のワーク・ライフ・バランス実現に向け取組を進めるとともに、誰も

が仕事と育児、介護、家事などの家庭生活や地域活動との調和が図れるよう、職場環境づ

くりの啓発に努めます。 

また、「嘉麻市男女共同参画社会基本計画」に基づき、一人ひとりの働く意思を尊重し、

男女がともに働き続けることができる職場環境の整備のため、育児休業制度の活用など

について広報誌やホームページにおける情報提供をはじめ、商工会議所及び商工会等を

通じて事業所へ男女共同参画の視点に立った意識啓発を働きかけます。 

 

４ 出産・育児後の再就職に関する情報提供の充実 

出産・育児後の再就職を支援するため、女性の就職に関する講座や研修会等の情報提供

を行います。 

 

５ 男女共同参画推進に関する教育や啓発 

こども・若者が、性別にかかわらず、様々な可能性を広げていくことができるよう、男女

共同参画の意識づくりが重要であり、男女共同参画の意識づくりをする上で、家庭や学

校・地域での教育が大変重要な役割を果たします。「嘉麻市男女共同参画推進条例」の理念

に基づき、市民や事業者に情報提供や働きかけを行うなど、男女共同参画社会実現のた

めの意識改革と啓発を推進するとともに、学校教育の場において、「嘉麻市男女共同参画

条例 学ぼうそして行動しよう」の冊子を活用した授業づくりの取組を進めるなど、嘉麻市

男女共同参画推進条例を踏まえた幼児教育・保育及び学校教育を推進します。 

今後の取組 
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 ●主な事業 

事業名 担当課名 備考 

男女共同参画啓発事業 男女共同参画推進課  

男女共同参画教育の推進 
こども育成課 
学校教育課・生涯学習課 

 

 

 

 

 

事業名 
 

評価指標 
基準値 

(令和５年度) 
目標値 

(令和 11 年度) 

男女共同参画啓発事業 各種媒体を利用した啓発活動
を行う 実施 実施 

男女共同参画教育の推進 

各学校において男女参画啓発
冊子「嘉麻市男女共同参画条
例（学ぼうそして行動しよ
う）」を活用した授業の実施 

実施 実施 

固定的な性別役割分担意識に
とらわれることなく、市が行
う講座等への参加の推進 

離乳食教室への父親の参加率 0％ 30％ 

評価指標と目標値 
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（２）地域での子育てを支える仕組みづくり 

 

 

近年の社会変化の中で、個人や世代間の価値観の多様化が進み、地域の連帯意識が希薄

になってきていますが、地域の人々と触れ合うことにより子育ての不安感・孤立感が軽減さ

れていきます。地域活動の充実を図り、地域ぐるみで子育てを支援するまちづくりを推進す

る必要があります。 

そのためには、地域における情報の共有化を図り、地域で活動する民生委員・児童委員・

主任児童委員等が中心となって、子育て家庭に関わりを持ち、各家庭のニーズにあった支

援を行うこと、また、こども家庭センター、地域子育て支援センター、保育所（園）、幼稚園、

認定こども園、学校、公民館などが連携し、地域における子育て支援のネットワークづくりを

進めることが重要です。 

また、 地域で子育てを支える活動は、 住民同士の交流とふれあいが不可欠の要素であ

り、支えられる家族と支える側の住民が、日頃から交流を持っておくことが必要です。さら

に、日々のあいさつや、地域の各種サークル活動、祭りなど地域行事への家族での参加等を

通じ、高齢者をはじめ様々な世代間の交流の中で、地域における見守り体制をつくることが

重要となっています。 

 
 

 

 

１ 地域における情報提供体制の整備・充実 

こども家庭センターや地域子育て支援センターをはじめとする、各種子育て関係機関、

団体、関係者、学校や行政機関等が緊密に連携を取りながら、子育てや教育についての幅

広い情報を届けるための体制整備・充実を図ります。 

 

２ 子育て支援ネットワークの推進 

民生委員・児童委員、主任児童委員や地域でこども・若者や子育てへの支援を担ってい

るＮＰＯ等の民間団体の職員などの活動等をベースに、子育て支援ネットワークを構築し、

地域の情報収集・相談活動及び子育て家庭のニーズに応じた支援に努めます。 

現状と課題 

今後の取組 
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３ 地域の交流ができる場の拡充 

保育所や公共施設をできるだけ子育て中の親子に開放するよう図るとともに、地域の

公民館等についても、自治会等への理解を求めながら、こどもと保護者の利用を促進しま

す。 

 

４ 地域の人材の発掘・確保・連携 

地域の子育て力の向上により、こどもの成長や若者の自立、子育てに関する多様なニー

ズに対応するため、ボランティアや子育て経験者など、地域人材の発掘・確保、育成に取り

組み、地域全体で子育て支援ができるよう努めます。 

 

５ 地域への愛着を高める活動の促進 

郷土を愛する気持ちや地域への愛着を高めるため、こどもが地域の自然環境や伝統文

化にふれることのできる行事やイベントに積極的に参画できる環境づくりを促進します。 

 

 ●主な事業 

事業名 担当課名 備考 

コミュニティスクール推進事業 学校教育課  

地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター事業） こども育成  

公民館活動活性化推進事業 生涯学習課  

社会教育関係団体等育成事業 生涯学習課  

 

 

 

事業名 
 

評価指標 
基準値 

(令和５年度) 
目標値 

(令和 11 年度) 

コミュニティスクール推進事
業 学校運営協議会の設置 6 校 10 校 

（全校） 

公民館活動活性化推進事業 公民館講座・教室実施回数 
（中央公民館・地区公民館） 18 事業 18 事業 

社会教育関係団体等育成事業 社会教育関係団体への支援回
数 20 回 24 回 

評価指標と目標値 
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（３）こどもやこども連れにやさしい生活環境の整備 

 

 

こどもや子育て家庭が安心して毎日の生活がおくれるよう、住宅、道路、公共施設などの

生活環境全般を子育てにやさしい環境に整備していくことが求められています。しかし、不

特定多数の人が利用する公共的な施設の中にも、授乳やおむつ替えを行う場所がないため、

乳幼児連れでの利用が困難なものが少なくありません。また、道路等でも歩道がきちんと

整備されていないなど、こどもや妊産婦、こども連れの人に危険な箇所もたくさんあります。 

そこで、このような状況を解消し、こどもたちや子育て中の家族が、気兼ねなく外出し、社

会参加できるように、道路や施設の改善整備を図ることが必要となります。 

また、近年、こどもが犠牲になる事故や事件が数多く報道され、こどもたちが戸外で安心

して安全に遊べる環境が損なわれつつあります。事件に遭遇したこどもたちは、心に深い傷

を残すことも少なくありません。 

このような中、ＰＴＡ等による防犯・交通安全パトロールなど、様々な安全対策が工夫され

ていますが、こどもの安全を守るためには、何より地域の大人たち一人ひとりが、「地域の

こどもたちは地域の大人たちで守る」という強い共通認識をもって、学校・警察・各種団体

等との連携を強化しつつ、常にこどもの安全を気にかけ、地域で継続的に見守っていくこと

が重要です。 

 
 

 

 

１ 公共施設における多目的トイレ、授乳コーナーの設置 

公共施設においては、こども連れの利用者に配慮したおむつ替えスペースが整備された

多目的トイレや授乳コーナーの設置に努めます。 

 

２ こどもや妊婦等が歩行しやすい道路環境の整備 

こどもや妊婦、ベビーカー利用のこども連れが安心して外出できるように、幅の広い歩

道の整備や段差の解消等、安全で快適な歩行空間の確保を促進します。 

 

現状と課題 

今後の取組 
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３ 安全な通学路の確保 

通学路の整備や防犯灯の設置を推進し、安全な通学路の確保に努めるとともに、ＰＴＡ

等による通学指導の充実を図ります。 

 

４ 地域ぐるみによる交通安全指導の推進 

市民の交通安全に対する意識を高め、基本的な交通ルールや交通マナーを身につけら

れるよう､幼児期から成長段階に合わせた、参加・体験・実践型の交通安全教育を実施する

とともに、こどもを交通事故から守れるよう、地域ぐるみによる声かけと指導を推進しま

す。 

 

５ 地域ぐるみによる防犯活動の推進 

こどもをねらった犯罪を未然に防ぐため、自主防犯パトロールによる監視体制の強化な

ど、通園・通学路や公園・広場等の地域環境の中で犯罪の発生しない環境整備を推進しま

す。 

不審者事案が発生した場合は、防犯メールを配信し、青パト（青色回転灯装備車）を活用

した地域の巡回を行うなど見守り活動を推進します。 

 

６ 妊婦やこども連れの人にやさしいまちづくり 

市内の施設などの利用にあたって、妊婦や小さなこどもを連れた人へ、すべての市民が

配慮できるようやさしいまちづくりの推進・啓発に努めます。 

  

 ●主な事業 

事業名 担当課名 備考 

通学対策事業 学校教育課  

交通安全意識啓発事業 防災対策課  

 

 

 

事業名 
 

評価指標 
基準値 

(令和５年度) 
目標値 

(令和 11 年度) 

通学対策事業 嘉麻市通学路安全推進会議の
実施 3 回/年 3 回/年 

交通安全意識啓発事業 事故発生件数の減少 99 件 100 件未満 

評価指標と目標値 
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（４）こどもの居場所づくり 

 

 

地域のつながりの希薄化、少子化の進展により、こども・若者同士が遊び、育ち、学び合う

機会が減少しています。こどもは家庭を基盤とし、地域や学校など様々な場所において、安

全・安心な環境の下、様々な大人や同年齢・異年齢のこども同士との関わりの中で成長する

存在ですが、社会構造や経済構造の変化により、こども・若者が居場所を持つことが難しく

なっています。こうした中、こどもたちが安心して成長できる居場所をつくることはこども

の健全な発育のためにも、こどもや子育ての孤立防止のためにもとても重要となっていま

す。 

令和５年１２月に国が示した「こどもの居場所づくりに関する指針」では、こども・若者が過

ごす場所・時間・人との関係性全てが、こども・若者にとっての居場所になり得るとし、その

場や対象を居場所と感じるかどうかは、こども・若者本人が決めることであるとされていま

す。従って、居場所づくりにあたっては、こども・若者の視点に立ち、こども・若者の声を聴き

ながら、進めることが重要です。 

 
 

 

 

１ 放課後児童対策の充実（再掲） 

保護者が就業等により、放課後自宅で保育できない家庭の小学生児童については、学

童保育により、放課後児童の安全な居場所の確保と充実を図ります。 

 

２ 多様な居場所づくり 

新たなこどもの居場所づくりに努めるとともに、地域にある多様な居場所や、公民館や

図書館などの社会教育施設などについても、こども・若者にとってより良い居場所にして

いきます。 

  

 ●主な事業 

事業名 担当課名 備考 

放課後児童健全育成事業 こども育成課  

こどもの居場所づくり体制強化事業 子育て支援課  

 

現状と課題 

今後の取組 
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事業名 
 

評価指標 
基準値 

(令和５年度) 
目標値 

(令和 11 年度) 

こどもの居場所づくり体制強
化事業 地域の社会資源の調査 未着手 実施 

評価指標と目標値 
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１ 教育・保育提供区域の設定 

 

国の基本指針では、市町村は教育・保育を提供する単位として、地理的条件や社会的

条件、教育・保育を提供するための施設の整備状況等を総合的に勘案し、教育・保育提

供区域を設定することとされています。 

前計画では、柔軟かつ現実的な需給調整を可能とするため、提供区域を「市全域」と

定めました。市全域を提供区域とすることは、勤務状況に合わせた施設利用や、教育・保

育の特性を踏まえた施設の選択等、利用者の細かなニーズにも対応しやすいという利

点もあることから、本計画においても引き続き市全域を一つの教育・保育提供区域と設

定することとします。 

なお、地域子ども・子育て支援事業（区域設定が必要な１１事業）についても、それぞれ

の事業の性質上、教育・保育提供区域と合わせる必要がある（一時預かり事業、延長保

育事業、病児・病後児保育事業、子育て援助活動支援事業）、市で一律の支援体制を構

築するべき（利用者支援事業、放課後児童健全育成事業、地域子育て支援拠点事業）、そ

もそも細かな区域設定になじまない（妊婦健康診査、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援

訪問事業、子育て短期支援事業）などの理由により、引き続き市全域を一つの提供区域

と設定します。 
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２ 教育・保育の量の見込みと提供体制の確保 

 

就学前児童の教育・保育について、幼稚園、保育所、認定こども園の利用実績やアン

ケート調査の結果により把握した利用希望などを踏まえ、計画期間内の「量の見込み」を

設定します。そして、「量の見込み」に対する「確保方策」を設定することで、ニーズに見合

った提供体制の確保を目指します。 

また、教育・保育の「量の見込み」及び「確保方策」については、子ども・子育て支援法

に基づき、保育の必要性や年齢により区分された下記の認定区分ごとに設定します。 

 

認定区分 内  容 利用できる主な施設 

１号認定 
満３歳以上で、教育を希望する児童 

（保育の必要性無） 
幼稚園・認定こども園 

２号認定 

満３歳以上で、保護者の就労等の理由により

保育を必要とする児童 

（保育の必要性有） 
保育所・認定こども園・ 

地域型保育※ 

３号認定 

満３歳未満で、保護者の就労等の理由により

保育を必要とする児童 

（保育の必要性有） 

※ 認定こども園…幼稚園と保育所の両方の機能を併せ持った施設として、県から認定を受けた施設。 

※ 地域型保育…市から認可を受けた家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育、事業所内保育事業。 

  

【現状】 

本市内には、現在、幼稚園が４施設（うち２施設は休園中で、そのうち１施設は令和７年４月

開園予定）、保育所が１３施設、認定こども園が１施設あり、総利用定員は幼稚園１４０人、保育

所８５０人、認定こども園１６４人、合わせて１，１５４人となっています。 

前計画期間中の総利用者数は、市外の施設も含め、各年９００～１，０００人程度となってお

り、近年の保育需要の高まりにより、定員の弾力化により定員を超えた受け入れをしている

施設もありますが、待機児童は発生していない状況です。 
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「量の見込み」と「確保方策」                           （単位：人） 

 令和７年度 令和８年度 

①量の見込み 
1 号 

2 号 

3 号 1 号 

2 号 

3 号 
2 号 

幼児期の学校 

教育の利用 

希望が高い 
2 号 

幼児期の学校 

教育の利用 

希望が高い 

43 521 17 333 40 489 16 329 

確

保

方

策 

幼稚園 80  60  80  60  

認定こども園 54 69  41 54 69  41 

保育所  496  354  478  342 

地域型保育事業         

合計（②） 134 565 60 395 134 547 60 383 

②－① 91 44 43 62 94 58 44 54 
 

 令和９年度 令和１０年度 

①量の見込み 
1 号 

2 号 

3 号 1 号 

2 号 

3 号 
2 号 

幼児期の学校 

教育の利用 

希望が高い 
2 号 

幼児期の学校 

教育の利用 

希望が高い 

43 521 15 333 40 489 15 329 

確

保

方

策 

幼稚園 80  60  80  60  

認定こども園 54 69  41 54 69  41 

保育所  478  342  478  342 

地域型保育事業         

合計（②） 134 547 60 383 134 547 60 383 

②－① 91 26 45 50 94 58 45 54 
 

 令和１１年度 

①量の見込み 
1 号 

2 号 

3 号 
2 号 

幼児期の学校 

教育の利用 

希望が高い 

43 521 14 333 

確

保

方

策 

幼稚園 80  60  

認定こども園 54 69  41 

保育所  478  342 

地域型保育事業     

合計（②） 134 547 60 383 

②－① 91 26 46 50 
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【量の見込み】 

アンケート調査の結果と近年の実績に基づき各年度の量の見込みを算出しました。 

本市では、少子化による児童人口の減少という要素と家庭環境の変化などによる子育て

支援サービスのニーズ増大という要素の両方が存在する状況ですが、本計画期間中は前者

の影響の方がやや大きくなり、保育の量は少しずつ減少していくと見込まれます。 

 

【確保方策】 

１号認定については、計画期間における利用者の最大見込み人数は令和７年度の４３人で

すが、現在の幼稚園及び認定こども園（教育部分）の総定員は１９４人であることから、現在の

体制で対応可能です。 

 

２号認定については、計画期間における利用者の最大見込み人数は令和７年度の５２１人

で、現在の保育利用定員は５６５人であることから、現在の体制で対応可能です。 

 

３号認定については、計画期間における利用者の最大見込み人数は令和７年度の３３３人

で、現在の総定員が３９５人であることから、現在の体制で対応可能です。 

 

なお、本計画では各施設の利用定員を基に確保方策の数字を設定していますが、一定条件

の範囲内で利用定員を超えた受け入れも可能であることから、引き続き定員の弾力的運用

も行いながら、待機児童ゼロを維持します。 
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３ 教育・保育の一体的提供等の推進と円滑な利用の確保 

 

（１）認定こども園の普及にかかる基本的考え方 

現在、本市内の認定こども園は１ 2 施設です。（令和７年４月に１園開園予定） 

認定こども園は、幼稚園と保育所の機能を併せ持ち、保護者の就労状況やその変化によ

らず柔軟にこどもを受け入れることができる施設として設けられ、教育・保育の一体的提

供という観点からは大きなメリットが認められる施設です。しかし、私立の幼稚園・保育所

においては、運営者の事業に対する考え方（建学の精神など）や、教育・保育に対する方針

があり、利用者もその考え方等への共感が利用につながっていることを考慮すると、一律

に認定こども園への移行を促進することは適当でないと考えられます。 

そのため、幼稚園・保育所から認定こども園への移行については、それぞれの施設並び

に運営事業者の意向を尊重することとします。 

 

（２）教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の役割等に係る基本的考え方 

特定教育・保育施設（幼稚園、保育所、認定こども園）の役割は、質の高い教育・保育サー

ビスを提供することにあり、特定地域型保育事業所（小規模保育事業、家庭的保育事業、事

業所内保育事業、居宅訪問型保育事業）は、特定教育・保育施設を補完し、就労状況などに

より、特定教育・保育施設におけるサービスを受けることが難しい家庭を支援することを

役割とします。 

本市には今のところ特定地域型保育事業所がなく、そもそも特定教育・保育施設との連

携の問題は発生しませんが、もし将来的に特定地域型保育事業所が認可されることがあれ

ば、市として情報の共有等、両者の連携強化を支援する必要があります。 

また、地域子ども・子育て支援事業は、妊娠期を含むすべての子育て家庭をバックアップ

する役割を担う事業として位置づけ、子育て家庭のニーズを検証しながら、必要な家庭に

必要とするサービスが提供できるよう、市の責任において事業の実施体制を整備していき

ます。 
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（３）教育・保育の質の向上 

市内の各保育所及び認定こども園では、各施設の運営方針に基づき、定期的な職員研

修や保護者との懇談会などを行うことによって、より良い教育・保育サービスに努めると

ともに、園長会議等において、各園の特色ある保育実践等の報告や情報交換を行い、質の

確保に努めています。今後も、教育・保育の質の向上のため、職員の資質向上に向けた研

修等の充実と定期的な情報交換を実施します。 

また、市内の保育所、認定こども園、幼稚園、小学校、関係団体などとの連携を一層強化

し、本市における幼児期の教育及び小学校教育の接続のあり方を明確にし、就学前から小

学校へ円滑な接続を行うことで、こどもの成長に切れ目のない支援とより良い環境づくり

を進めます。 

 

（４）教育・保育施設の円滑な利用の確保 

産前・産後休業、育児休業期間中の保護者をはじめ、すべての子育て世帯に対して、子

育て支援に関する情報提供や相談支援を継続します。 

また、育児休業満了時（原則 1 歳到達時）からの特定教育・保育施設の利用を希望する

保護者が育児休業満了時から円滑に利用できるよう、対象者に対する利用希望の把握に

努めるとともに、特定教育・保育施設との調整をはじめとする計画的な受け入れ方策の検

討を進めます。 
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４ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと提供体制の確保 

 

地域子ども・子育て支援事業に該当する事業の利用状況やアンケート調査の結果等により

把握した利用希望などを踏まえた上で、計画期間内の「量の見込み」及び「提供体制の確保の

内容及び実施時期（確保方策）」を設定します。 

 

（１）延長保育事業 

保育が必要な児童に対し、保育所等において通常の保育時間前後などに保育を行う事

業です。 

 

【現状】 

市内の保育所１施設で延長保育を実施しています。令和５年度の実績は７２人でした。 

 
「量の見込み」と「確保方策」                      （単位：人） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

①量の見込 72 72 72 72 72 

②確保方策 72 72 72 72 72 

施設数（か所） １ １ １ １ １ 

②－①  0  0  0  0  0 

 

【量の見込み】 

アンケート調査結果と近年の実績を踏まえ、毎年度７２人の利用を見込みました。 

 

【確保方策】 

現在の体制で対応できる見込みです。 
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（２）放課後児童健全育成事業（学童保育） 

就労などの理由により、昼間保護者が家庭にいない就学児童に対して、放課後に適切な

遊び及び生活の場を与え、その健全な育成を図る事業です。 

 

【現状】 

市内７か所の学童保育所で実施しており、全クラブの総利用定員は７８８人となっています。 

 

「量の見込み」と「確保方策」                     （単位：人） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

①
量
□
見
込
□ 

１年生 177 158 147 152 130 

２年生 160 137 123 115 119 

３年生 143 148 127 114 106 

４年生  98  96 100  85  76 

５年生  71  71  70  73  62 

６年生  54  42  43  42  43 

計 703 652 610 581 536 

②確保方策 788 788 788 788 788 

施設数（か所） ７ ７ ７ ７ ７ 

②－①  85 136 178 207 252 

 

【量の見込み】 

各学年の推計児童数に、小学生の保護者に対するアンケート調査における学年別利用希望

割合を乗じて利用者数を見込みました。 

計画期間における利用者の最大見込み人数は令和７年度の７０３人で、その後は児童数の

減少に伴い、徐々に減少が見込まれます。 

 

【確保方策】 

現在の総定員が７８８人であることから、現在の体制で受け入れ可能です。 
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（３）子育て短期支援事業 

子育て短期支援事業は、次の 2 種類から構成されます。 

 

➀短期入所生活援助（ショートステイ）事業 

保護者が、疾病など身体上・精神上・環境上の理由により、児童の養育が困難となっ

た場合等に施設において児童を預かる事業です。 

 

【現状】 

市内施設の嘉麻学園と鞍手町にある鞍手乳児院に委託していますが、令和５年度の利

用実績は１４２人日となっています。 

 

「量の見込み」と「確保方策」                      （単位：人日／年） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

①量の見込 180 180 180 180 180 

②確保方策 180 180 180 180 180 

施設数（か所）   １   １   １   １   １ 

②－①  0  0  0  0  0 

 

【量の見込み】 

利用実績を参考に、月に１５人日の利用があると仮定して、年間１８０人日の利用を見込

みました。 

 

②夜間養護等（トワイライトステイ）事業 

保護者が仕事その他の理由により、平日の夜間又は休日に不在となり、児童の養育が困

難となった場合等に施設において児童を預かる事業です。 

 

【現状】 

令和５年度の利用実績はありません。 
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「量の見込み」と「確保方策」                     （単位：人日／年） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

①量の見込 2 2 2 2 2 

②確保方策 2 2 2 2 2 

施設数（か所） １ １ １ １ １ 

②－①  0  0  0  0  0 

 

【量の見込み】 

利用実績はありませんが、利用相談はある状況から各年度の量の見込みを算出しま

した。 

 

【確保方策】 

現在の委託先で対応できます。 
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（４）地域子育て支援拠点事業 

乳幼児のいる子育て中の親子に対する交流の場を設けて、子育てについての相談、情報

の提供、その他必要な支援を行う事業です。 

 

【現状】 

市内３か所の地域子育て支援センターで、親子の交流やつどいの場の提供、子育てに関す

る相談や情報の提供等の総合的な子育て支援を実施しています。令和５年度の月あたり利用

実績は１３３人となっています。 

 
「量の見込み」と「確保方策」                      （単位：人日／月） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込 120 119 116 112 109 

確保方策（か所） ３ ３ ３ ３ ３ 

 

【量の見込み】 

アンケート調査の結果及び実績に基づき各年度の量の見込みを算出しました。 

 

【確保方策】 

現在の３か所で対応できる見込みです。 
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（５）一時預かり事業（幼稚園等における在園児対象型） 

幼児の心身の健全な発達を図るとともに、保護者の子育てを支援するために、希望のあ

った在園児を対象として、幼稚園等の教育時間の終了後に引き続き預かる事業です。 

 

【現状】 

市内の幼稚園、認定こども園の在園児を対象とし、預かり保育として実施しています。令和

５年度の延べ利用人数は４，３４５人となっています。 

 
「量の見込み」と「確保方策」                   （単位：人日／年） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

①量の見込 4,000 3,800 3,700 3,600 3,500 

②確保方策 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

施設数 

（幼稚園型Ⅰ） 

（か所） 

４ ４ ４ ４ ４ 

②－①   16,000 16,200 16,300 16,400 16,500 

 

【量の見込み】 

過去の実績に基づき各年度の量の見込みを算出しました。 

 

【確保方策】 

現在の体制で対応できる見込みです。 
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（６）一時預かり事業（幼稚園在園児以外） 

家庭での保育が一時的に困難になった児童について、保育所等の施設において預かり

を行う事業です。 

 

【現状】 

市内の保育所４園で実施しています。令和５年度の利用実績は１４６人／年となっています。 

 
「量の見込み」と「確保方策」                   （単位：人日／年） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

①量の見込 1,031  993  962  920  899 

②確保方策 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

施設数（か所） ４ ４ ４ ４ ４ 

②－① 1,969 2,007 2,038 2,080 2,101 

 

【量の見込み】 

保育所、認定こども園を利用していない児童が主な利用対象者と見込み、アンケート調査

の結果に基づき各年度の量の見込みを算出しました。 

 

【確保方策】 

現在の体制で対応できる見込みです。 
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（７）病後児保育事業 

病気の回復期にある児童について、病院・診療所・保育所等に付設された専用スペース

等において、看護師等が一時的に預かる事業です。 

 

【現状】 

市内の保育所内に病後児保育室を設置して、病後児保育を実施しています。 

 
「量の見込み」と「確保方策」                   （単位：人日／年） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

①量の見込  76  76  76  76  76 

②確保方策 720 720 720 720 720 

施設数（か所） １ １ １ １ １ 

②－① 644 644 644 644 644 

 

【量の見込み】 

アンケート調査の結果に基づき推計した量の見込みは利用実績との乖離が大きいため、量

の見込みは利用実績を参考に見込みました。ただし、新型コロナの感染拡大期は利用者が著

しく減ったため、参考値から外し、平成２９～３１年度と令和５年度の平均値である７６人とし

ています。 

 

【確保方策】 

現在の体制で対応できる見込みです。 
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（８）利用者支援事業 

児童及びその保護者が、幼稚園・保育所（園）・認定こども園における教育・保育や、一時

預かり、学童保育等の地域子ども・子育て支援事業等の中から適切なものを選択し円滑に

利用できるよう、身近な場所に専門の支援員を配置し、相談への対応や情報提供、関係機

関との連絡調整等を行う事業です。 

 

【現状】 

本市では、「基本型」として、子育て家庭等から日常的に相談を受け、個別のニーズ等を把

握するとともに、子育て支援に関する情報の提供、子育て支援事業や保育所（園）等の利用に

あたっての助言・支援を市役所職員で行っています。 

また、「母子保健型」として、令和２年度から嘉麻市子育て世代包括支援センター、令和６年

度からは嘉麻市こども家庭センターにおいて、妊娠期から子育て期にわたるまでの支援につ

いて、切れ目のない相談・支援を実施するためのワンストップ拠点とし、保健師・助産師・管理

栄養士等の専門職が母子保健等に関する子育て支援の情報提供や相談対応等を行っていま

す。 

 
「量の見込み」と「確保方策」                      （単位：箇所） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

基本型 1 1 1 1 1 

こども家庭 

センター型 
1 1 1 1 1 

 

【量の見込み】 

基本型、こども家庭センター型、それぞれ１箇所で実施していきます。 

 

【提供体制】 

現状どおり、子育てに関する情報提供や相談対応等を実施していきます。 
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（９）妊婦健康診査 

母体や胎児の健康管理及び妊娠中の経済的負担の軽減を図るため、市が妊婦健康診査

に係る費用を一部負担することで、安心して妊娠・出産ができる体制を確保することを目

的とする事業です。 

 

【現状】 

母子健康手帳交付時に 14 回分の妊婦健康診査補助券を発行しています。 

令和５年度の実績は、妊婦実人員２０６人に対し、延人数（延回数）１，６５１人（回）となって

います。 

 
「量の見込み」                                     （単位：人、回） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年 令和 11 年 

量の見込 
対象者数 199 193 187 181 175 

健診回数 1,592 1,544 1,496 1,448 1,400 

確保方策 199 193 187 181 175 

 

【量の見込み】 

妊娠週数によって妊婦健診の受診間隔が異なるため、一人の妊婦が年度内に妊婦健診を

受診する回数はさまざまで、１４回分の補助券を使用しないケースや転入のケース等含まれ

ますので、一人平均８回使用する計画で見込みました。 

 

【提供体制】 

母子健康手帳を交付する際に、妊婦健康診査補助券を併せて交付し、受診を勧奨します。 
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（１０）乳児家庭全戸訪問事業 

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、発育・発達状況の確認や、育児に

関する相談や情報の提供を行い、乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握

を行い、相談や助言その他の援助を行う事業です。 

 

【現状】 

保健師や助産師が生後４か月までの乳児のいる家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞き、

子育て支援に関する情報提供を行うとともに、母子の心身の状況や養育環境等の把握及び

助言を行い、支援が必要な家庭に対し適切なサービス提供につなげています。 

令和５年度の訪問実績は１４４人となっており、実施率は１００％となっています。 

 
「量の見込み」                                    （単位：人） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込 144 138 132 126 120 

 

【量の見込み】 

計画期間中の０歳児人口の推計値をもとに量を見込みました。 

 

【提供体制】 

現状どおり、保健師・助産師等による全対象家庭の訪問を行います。 
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（１１）妊婦等包括相談支援事業（伴走型相談支援） 

令和４年の児童福祉法改正に伴い新設された事業で、全ての妊婦や子育て家庭が安心

して出産・子育てできるように、妊娠期から子育て期まで継続して一体的に相談・支援を行

う伴走型相談支援事業です。 

 

【現状】 

妊娠７ケ月頃に返信用封筒を同封したアンケートを送付し、結果に基づいて電話による

相談や面談、必要時家庭訪問を実施し、妊娠・出産の見通しを立てたり、子育てに関する情

報提供を行っています。 

 
「量の見込み」                                    （単位：人回） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込 123 119 115 111 106 

 

【量の見込み】 

計画期間中の母子手帳交付者数とアンケート回収率に基づいて見込んでいます。 

 

【提供体制】 

妊娠・出産・子育てと継続して、専門職による寄り添った支援を行います。 
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（１２）産後ケア事業 

令和６年の子ども・子育て支援法改正に伴い地域子ども・子育て支援事業に位置付けら

れた事業で、産後の母子に対して、産科医療機関や助産所で、助産師等の専門職による心

身のケアや育児のサポート等が受けられ、産後も安心して子育てができるように支援する

事業です。 

【現状】 

母子健康手帳交付時や乳児家庭全戸訪問の際に、事業の周知を図り、事業実施施設と連

携しながら利用を促進し、育児負担の軽減や虐待の予防に努めます。 

 
「量の見込み」                                    （単位：人回） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込 75 75 75 75 75 

 

【量の見込み】 

制度開始以降の利用状況を踏まえ見込んでいます。 

 

【提供体制】 

希望する方が利用しやすい体制の整備に向けて、県や近隣自治体、実施施設と調整してい

きます。 

 

 

 



第５章 第三期 子ども･子育て支援事業計画 

 

  - 92 - 

 

（１３）養育支援訪問事業 

支援が特に必要な家庭を継続的に訪問し、保護者に対して相談支援や育児援助などを

行う事業です（ただし、これまでの育児・家事援助は、令和４年児童福祉法改正により新設

された子育て世帯訪問支援事業に移行しました。）。 

 

【現状】 

家庭における養育機能が低下し、児童の養育について支援が必要でありながら、積極的に

自ら支援を求めていくことが困難な状況にある家庭に対し、加重な負担がかかる前の段階に

おいて、養育支援訪問員が家庭訪問を行い、当該家庭における安定した養育ができるよう継

続的な支援を行っています。 

令和５年度の実績は、52 人となっています。 

 
「量の見込み」                                     （単位：人） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込 55 55 55 55 55 

 

【量の見込み】 

前計画期間中の実績から、量の見込みを毎年度５５人と設定しました。 

 

【提供体制】 

乳児家庭全戸訪問事業の訪問結果や関係機関からの情報提供等に基づき、育児ストレス、

産後うつ等の問題により子育てに対して不安を抱える家庭や、様々な原因で養育支援が必

要となっている家庭に対して、養育支援訪問員が継続的に訪問を行い、育児相談・指導や情

報提供等を行います。 

 

 



第５章 第三期 子ども･子育て支援事業計画 

 

 

- 93 - 

 

（１４）乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度） 

子どものための教育・保育給付を受けていない（保育所、幼稚園、認定こども園、企業主

導型保育事業所に通っていない）０歳６か月から満３歳未満の小学校就学前こどもに適切

な遊び及び生活の場を与えるとともに、こども及び保護者の心身の状況及び養育環境を

把握するための面談並びに保護者に対する子育てについての情報の提供、助言その他の

援助を行う事業です。 

令和７年度は子ども・子育て支援法の地域子ども・子育て支援事業の一つである乳児等

通園支援事業として実施され、令和８年度からは子ども・子育て支援法に基づく新たな給

付（乳児等のための支援給付）として本格実施されます。 

本市では、令和 8 年度からの本格実施に向け、体制を整備する必要があります。 

 
「量の見込み」                                  

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

実施箇所数 

（か所） 
0 1 1 1 1 

利用人数

（人） 
0 3 3 7 7 

量の見込 

（時間/月） 
0 30 30 70 70 

 

【量の見込み】 

１人あたり月１０時間程度の利用を見込みます。 
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５ 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保 

 

幼児教育・保育の無償化が導入されたことに伴う、子育てのための施設等利用給付の給

付申請及び支払については、保護者の利便性を考慮しつつ、公正かつ適正な支給の確保に

取り組みます。 

また、特定子ども・子育て支援施設等の確認や指導監査等については、立入調査への同

行等、福岡県との連携や情報共有を図りながら、適切な取組を進めていきます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

計画を実現するために 

第６章 
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１ こども・若者、子育て家庭等にやさしい社会づくりのための意識改革 

 

こどもや若者、子育て当事者が気兼ねなく様々な制度や支援メニューを利用できるよう、

必要な情報をわかりやすく提供するとともに、全ての人がこども・子育てを応援するといっ

た社会全体の意識改革を図ります。 

また、地域や企業におけるこども・子育てを応援する意識の啓発と、妊産婦や乳幼児を連

れた家庭への配慮に関する市民の理解・協力の促進など、様々な取組を通じてこども・子育

てを社会全体で支える気運を醸成していきます。 

 
 

２ 計画の推進体制 

 

本計画の推進にあたっては、全てのこどもとその保護者に適切な子育て環境が等しく確

保されるよう、庁内連携はもとより、国・県をはじめとする庁外の各関係機関と連携し、総

合的かつ計画的に施策を実施していくこととします。 

また、本計画の推進にあたっては、実際に子育てをされている家庭、その家庭を支援する

地域や事業者についても、共にその役割を担っていただき、地域のみんなでこども・子育て

を見守り支えることによって、「すべてのこどもが夢を持ち、生涯しあわせに暮らせるまち 

嘉麻」の実現に向けた意識の醸成を図ります。 

 
 

３ 計画の進捗管理 

 

本計画については、毎年度の進捗状況を把握・点検し、「嘉麻市こども施策審議会」にお

いて、その内容の報告を行います。 

また、計画の進捗状況については、市ホームページ等で公表を行い、市民への周知を図

るとともに、こどもや若者の意見公募の機会を設けます。 
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